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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技機全体を制御するメイン制御手段と、前記メイン制御手段が出力した各種の制御コマ
ンドに基づき遊技演出に係る各種制御を実行するサブ制御手段と、を備えた遊技機におい
て、
　前記メイン制御手段には、
　保留中の図柄変動ゲームの回数を示す保留記憶値を記憶するメイン側保留記憶手段と、
　始動入賞装置へ入賞した遊技球の入賞検出信号を入力すると、前記メイン側保留記憶手
段に記憶されている前記保留記憶値が予め定めた上限値未満であるか否かを判定し、当該
判定結果が肯定の場合には前記保留記憶値を加算するとともに、前記図柄変動ゲームを開
始させる場合に前記メイン側保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶値を減算する保
留記憶加減算手段と、
　前記保留記憶値が１以上の場合に、前記図柄変動ゲームを当りとするか否かを判定する
当り判定手段と、
　前記当り判定手段の判定結果に応じて変動パターンを決定し、その決定した変動パター
ンを指示する変動パターン指定コマンドを前記サブ制御手段に送信する変動パターン指定
コマンド送信手段と、
　予め定めた制御周期毎に、前記メイン側保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶値
が、前回の制御周期で記憶されていた前記保留記憶値と一致するか否かを判定し、その判
定結果が否定の場合には前記保留記憶値を指示する保留記憶値コマンドを前記サブ制御手



(2) JP 4326787 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

段に送信し、前記判定結果が肯定の場合には前記保留記憶値コマンドを送信しない保留記
憶値コマンド送信手段と、を有し、
　前記サブ制御手段は、
　前記変動パターン指定コマンド及び前記保留記憶値コマンドを受信するコマンド受信手
段と、
　前記コマンド受信手段が受信した前記変動パターン指定コマンドに基づいて前記図柄変
動ゲームを実行させる制御手段と、
　前記コマンド受信手段が受信した前記保留記憶値コマンドで指示された前記保留記憶値
を記憶するサブ側保留記憶手段と、
　前記変動パターン指定コマンドが受信された際に前記サブ側保留記憶手段に記憶されて
いる前記保留記憶値が零か否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果が肯定の場合に、前記コマンド受信手段が受信した前記変動パ
ターン指定コマンドに基づいて当該図柄変動ゲームが当りとなるか否かを判定するサブ側
当り判定手段と、
　所定の報知手段により報知する当り予告の実行を制御する当り予告制御手段と、を有し
、
　前記当り予告制御手段は、前記図柄変動ゲームが行われていないこと且つ前記保留記憶
値が零であることを条件に、遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として、当該入賞に係
る停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを所定の報知手段により報知すること
を特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記報知手段が、前記始動入賞装置に設けられるとともに、該報知手段は発光手段を備え
、
　前記発光手段で発光することにより当り予告を実行するように構成されたことを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として、当該入賞に係る停止図柄の表示以前に当該
入賞が当りであることを報知する当り予告を、当該始動入賞装置に設けられた発光手段が
発光することにより実行するように構成されたことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
前記報知手段により予告される当りは、複数種類の図柄を変動させて図柄組み合わせを導
出させる図柄組み合わせゲームの実行契機となる第１図柄の抽選による第１当り、及び第
１図柄用の始動入賞装置の入球口を開閉させるように動作する開閉機構を動作させる契機
となる第２図柄の抽選による第２当りであって、
　前記メイン側保留記憶手段は、前記第１図柄用の保留記憶値を予め定めた上限数まで記
憶する一方で、前記第２図柄用の保留記憶値を予め定めた上限数まで記憶するようになっ
ており、
　前記サブ側保留記憶手段は、
　第１図柄用の保留記憶値コマンドで指示された第１図柄用の保留記憶値を記憶する一方
で、第２図柄用の保留記憶値コマンドで指示された第２図柄用の保留記憶値を記憶するよ
うに構成されており、
　前記判定手段は、第１図柄用の変動パターン指定コマンドが受信された際に前記サブ側
保留記憶手段に記憶されている前記第１図柄用の保留記憶値を確認し、当該第１図柄用の
保留記憶値が零である場合には、前記当り予告制御手段は、前記第１図柄の変動が行われ
ていないこと且つ前記第１図柄用の保留記憶値が零であることを条件に、遊技球の始動入
賞装置への入賞を契機として前記サブ側当り判定手段が前記変動パターン指定コマンドを
第１図柄用の当り変動パターンと判定した場合に、当該入賞に係る第１図柄による停止図
柄の表示以前に当該入賞が当りであることを所定の報知手段により報知する当り予告を実
行させる一方で、前記判定手段は、第２図柄用の変動パターン指定コマンドが受信された
際に前記サブ側保留記憶手段に記憶されている前記第２図柄用の保留記憶値を確認し、当



(3) JP 4326787 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

該第２図柄用の保留記憶値が零である場合には、前記当り予告制御手段は、前記第２図柄
の変動が行われていないこと且つ前記第２図柄用の保留記憶値が零であることを条件に、
遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として前記サブ側当り判定手段が前記変動パターン
指定コマンドを第２図柄用の当り変動パターンと判定した場合に、当該入賞に係る第２図
柄による停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを所定の報知手段により報知す
る当り予告を実行させることを特徴とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載
の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は遊技機に係り、詳しくは、図柄変動が行われていないときの始動入賞装置への入
賞に基づいて当りの予告を行うことにより、従来とは違った演出効果の高い遊技演出を提
供する。併せて、遊技者に認知され易いようにその当り予告を行う遊技機に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、パチンコ機をはじめとする遊技機には、図柄変動中に大当り予告を行うものが
あった。ここでは、図柄変動中に遊技球の始動装置（始動入賞装置）への入賞に基づいて
、サイドランプなどの発光手段、スピーカなどの音声発生手段によって大当り予告を行う
という技術が開示されている。（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
また、遊技球の入賞または通過を検出したときから図柄表示装置にて図柄の変動が開始す
るまでの間に、大当りの期待度の大きさに応じて異なる音で予告を行うとする遊技機が開
示されている。（例えば、特許文献２参照。）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－３３４０３２号公報（第４－１２頁、第１－１２図）
【特許文献２】
特開２００１－２６９４６３号公報（第４－１０頁、第１－８図）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの予告は図柄表示装置にて図柄の変動中又は保留球（始動記憶数）
が有るときに限られていた。そのため、頻繁に始動装置に入賞して図柄が変動している場
合は、予告の機会も多くなり演出効果が高いものとなるが、図柄変動の表示回数が少なけ
れば演出効果が低下するという問題があった。
【０００６】
特に、始動装置自体に入賞する頻度が低い場合には、図柄の変動中に入賞する頻度も低く
なり、予告される頻度が著しく低下する。その結果、遊技者の興味をそそる演出ができず
、遊技者の興味を失わせてしまうという問題があった。
【０００７】
また、予告をする場合に、音声による予告では、隣接する他の台などから発生する音によ
り予告の音声が掻き消されてしまってわかりにくく、遊技者が予告に気がつきにくいとい
う問題があった。
【０００８】
一方、発光による予告であっても、図柄変動中には図柄が変動している液晶などの図柄表
示装置を注目し、また、図柄変動が行われていないときには始動入賞装置に注目している
ため、遊技盤面のサイドランプなどを発光させても、遊技者の視線の隅に置かれているた
め認知されにくいという問題があった。
【０００９】
上記課題を解決するため、本発明は、図柄変動が行われていないとき且つ図柄変動の始動
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記憶数がないことを条件に、始動入賞装置への入賞を契機として当りの予告を行うことに
より、従来とは違った演出効果の高い遊技演出を行なう遊技機を提供することを目的とす
る。併せて、遊技者に認知され易いようにその当り予告を行なう遊技機を提供することを
目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る遊技機では、遊技機全体を制御するメイン制御手段と、前記メイン制御
手段が出力した各種の制御コマンドに基づき遊技演出に係る各種制御を実行するサブ制御
手段と、を備えた遊技機において、前記メイン制御手段には、保留中の図柄変動ゲームの
回数を示す保留記憶値を記憶するメイン側保留記憶手段と、始動入賞装置へ入賞した遊技
球の入賞検出信号を入力すると、前記メイン側保留記憶手段に記憶されている前記保留記
憶値が予め定めた上限値未満であるか否かを判定し、当該判定結果が肯定の場合には前記
保留記憶値を加算するとともに、前記図柄変動ゲームを開始させる場合に前記メイン側保
留記憶手段に記憶されている前記保留記憶値を減算する保留記憶加減算手段と、前記保留
記憶値が１以上の場合に、前記図柄変動ゲームを当りとするか否かを判定する当り判定手
段と、前記当り判定手段の判定結果に応じて変動パターンを決定し、その決定した変動パ
ターンを指示する変動パターン指定コマンドを前記サブ制御手段に送信する変動パターン
指定コマンド送信手段と、予め定めた制御周期毎に、前記メイン側保留記憶手段に記憶さ
れている前記保留記憶値が、前回の制御周期で記憶されていた前記保留記憶値と一致する
か否かを判定し、その判定結果が否定の場合には前記保留記憶値を指示する保留記憶値コ
マンドを前記サブ制御手段に送信し、前記判定結果が肯定の場合には前記保留記憶値コマ
ンドを送信しない保留記憶値コマンド送信手段と、を有し、前記サブ制御手段は、前記変
動パターン指定コマンド及び前記保留記憶値コマンドを受信するコマンド受信手段と、前
記コマンド受信手段が受信した前記変動パターン指定コマンドに基づいて前記図柄変動ゲ
ームを実行させる制御手段と、前記コマンド受信手段が受信した前記保留記憶値コマンド
で指示された前記保留記憶値を記憶するサブ側保留記憶手段と、前記変動パターン指定コ
マンドが受信された際に前記サブ側保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶値が零か
否かを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果が肯定の場合に、前記コマンド受信
手段が受信した前記変動パターン指定コマンドに基づいて当該図柄変動ゲームが当りとな
るか否かを判定するサブ側当り判定手段と、所定の報知手段により報知する当り予告の実
行を制御する当り予告制御手段と、を有し、前記当り予告制御手段は、前記図柄変動ゲー
ムが行われていないこと且つ前記保留記憶値が零であることを条件に、遊技球の始動入賞
装置への入賞を契機として、当該入賞に係る停止図柄の表示以前に当該入賞が当りである
ことを所定の報知手段により報知することを要旨とする。
【００１１】
この構成に係る遊技機では、図柄変動が行われていないこと且つ図柄変動の始動記憶数が
ないことを条件に、始動入賞装置に入賞した場合に、これを契機として所定の報知手段に
より、停止図柄による当りの表示に先行して遊技者に当りを予告する。従って、遊技に対
する興味が低下している遊技者に、停止図柄の表示を待たずに当りを予告することで大き
な刺激を与えることができるため、演出効果を高めることができる。なお、本願でいう「
当り」は、特に限定されるものではなく、例えば、第１種、第３種のパチンコ遊技機にお
ける、特別図柄、普通図柄に関する当りを含み、大当り、普通当り等の名称を問わず広く
含むものである。また、ここでは例えばＬＥＤの点滅（識別情報）により抽選の当り表示
をするような場合も「図柄変動」に含むものとする。
【００１２】
請求項２に係る遊技機では、請求項１に記載の遊技機の構成に加え、前記報知手段が、前
記始動入賞装置に設けられるとともに、該報知手段は発光手段を備え、前記発光手段で発
光することにより当り予告を実行するように構成されたことを要旨とする。
【００１３】
この構成に係る遊技機では、図柄変動をしていないときに遊技者の視線が集中する始動入
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賞装置に発光手段を設け、この発光手段により予告を行うことができる。そのため、請求
項１に記載の遊技機の効果に加え、遊技者は即座に予告に気がつくとともに、直感的に始
動入賞装置と関連する図柄変動が当りになるという印象を与えることができるという効果
がある。
【００１４】
請求項３に係る遊技機では、遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として、当該入賞に係
る停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを報知する当り予告を、当該始動入賞
装置に設けられた発光手段が発光することにより実行するように構成されたことを要旨と
する。
【００１５】
　この構成に係る遊技機では、音声による予告のように隣接台が発生する音などに本機の
予告の音声が掻き消されてしまったりせず、図柄変動が行われていないときに注目してい
る始動入賞装置に設けられた発光手段が発光することにより当り予告を行うため、遊技者
が見落とすこともない。また、図柄が変動している場合であっても、サイドランプなどに
比較して始動入賞装置は図柄表示装置に近接して設けられているため、遊技者が見落とす
ことはほとんどない。そのため、確実に遊技者に当り予告を認識させることができるとい
う効果がある。
【００１６】
　請求項４に係る遊技機では、請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機に
おいて、前記報知手段により予告される当りは、複数種類の図柄を変動させて図柄組み合
わせを導出させる図柄組み合わせゲームの実行契機となる第１図柄の抽選による第１当り
、及び第１図柄用の始動入賞装置の入球口を開閉させるように動作する開閉機構を動作さ
せる契機となる第２図柄の抽選による第２当りであって、前記メイン側保留記憶手段は、
前記第１図柄用の保留記憶値を予め定めた上限数まで記憶する一方で、前記第２図柄用の
保留記憶値を予め定めた上限数まで記憶するようになっており、前記サブ側保留記憶手段
は、第１図柄用の保留記憶値コマンドで指示された第１図柄用の保留記憶値を記憶する一
方で、第２図柄用の保留記憶値コマンドで指示された第２図柄用の保留記憶値を記憶する
ように構成されており、前記判定手段は、第１図柄用の変動パターン指定コマンドが受信
された際に前記サブ側保留記憶手段に記憶されている前記第１図柄用の保留記憶値を確認
し、当該第１図柄用の保留記憶値が零である場合には、前記当り予告制御手段は、前記第
１図柄の変動が行われていないこと且つ前記第１図柄用の保留記憶値が零であることを条
件に、遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として前記サブ側当り判定手段が前記変動パ
ターン指定コマンドを第１図柄用の当り変動パターンと判定した場合に、当該入賞に係る
第１図柄による停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを所定の報知手段により
報知する当り予告を実行させる一方で、前記判定手段は、第２図柄用の変動パターン指定
コマンドが受信された際に前記サブ側保留記憶手段に記憶されている前記第２図柄用の保
留記憶値を確認し、当該第２図柄用の保留記憶値が零である場合には、前記当り予告制御
手段は、前記第２図柄の変動が行われていないこと且つ前記第２図柄用の保留記憶値が零
であることを条件に、遊技球の始動入賞装置への入賞を契機として前記サブ側当り判定手
段が前記変動パターン指定コマンドを第２図柄用の当り変動パターンと判定した場合に、
当該入賞に係る第２図柄による停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを所定の
報知手段により報知する当り予告を実行させることを要旨とする。
【００１７】
　この構成に係る遊技機では、当りに、第１図柄の抽選による第１当り、若しくは第２図
柄の抽選による第２当りがあるので、双方の当りを予告することで、演出効果を高めるこ
とができるという効果がある。
【００２２】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）以下、本発明の遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ
機１０」と示す）に具体化した一実施形態を図１～図１５に基づき説明する。
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【００２３】
図１には、パチンコ機１０の機表側が略示されており、機体の外郭をなす外枠１１の開口
前面側には、各種の遊技用構成部材をセットする縦長方形の中枠１２が開閉及び着脱自在
に組み付けられている。中枠１２の前面側には、機内部に配置された遊技盤１３を透視保
護するためのガラス枠を備えた前枠１４と上球皿１５が共に横開き状態で開閉可能に組み
付けられている。前枠１４の前面側及び遊技盤１３の遊技領域１３ａには、各種遊技の状
態（図柄変動、大当り状態など）に応じて点灯（点滅）又は消灯し、発光装飾に基づく遊
技演出（発光演出）を行う演出実行手段（発光装置）としての電飾ランプ１６及び遊技盤
ランプ１８が設けられている。前枠１４の前面側には、賞球の払出し時に点灯し、発光に
よって入賞報知を行う入賞報知手段（入賞報知装置）としての賞球ランプ１７が設けられ
ている。上球皿１５の両側方には、前記遊技の状態に応じて各種音声を出力し、音声出力
に基づく遊技演出（音声演出）を行う演出実行手段（音声装置）としてのスピーカ１９が
配置されている。中枠１２の下部には、下球皿２０及び発射装置２１が装着されている。
【００２４】
遊技盤１３の遊技領域１３ａの略中央には、特別図柄表示器２２及び普通図柄表示器２３
を備えた可変表示装置としての表示装置Ｈが配設されている。表示装置Ｈは、図２に示す
ように、液晶パネルＬＰを備え、該液晶パネルＬＰ上に特別図柄表示器２２と普通図柄表
示器２３が一体に構成されている。この液晶式の表示装置Ｈ（特別図柄表示器２２と普通
図柄表示器２３）では、変動画像（又は画像表示）に基づく遊技演出（表示演出）が行わ
れるようになっている。なお、本明細書及び図面において、「特図」は「特別図柄」を、
「普図」は「普通図柄」を略した記載であり、「特図」の記載は「特別図柄」と、「普図
」の記載は「普通図柄」と夫々読み替えることができるものとする。
【００２５】
特図表示器２２では、表示演出に関連して、複数種類の特図を変動させて（図柄変動）、
複数列の特図による図柄組み合わせを導出させる図柄組み合わせゲームが行われるように
なっている。本実施形態では、図柄組み合わせゲームにおいて３列の特図による図柄組み
合わせを導出し、該図柄組み合わせを構成する各列の特図の種類を６種類と定めている。
具体的には、各列の特図の種類を、０，１，２，３，４，５の６種類の数字としている。
【００２６】
そして、遊技者は、特図表示器２２において、最終的に停止（確定停止）した図柄組み合
わせ（本願では「停止図柄」という。）から当り又ははずれを認識できる。「停止」とは
、前記確定停止以外にも、リーチの演出などに用いられる仮停止（ゆれ変動（一旦停止）
）なども含むが、本発明で「停止図柄」といった場合は、特図若しくは普図によって最終
的に表示される当りかはずれかを遊技者に報知するものをいう。以下、特図表示器２２で
停止した図柄組み合わせから認識できる「当り」を「大当り」と示す。
【００２７】
特図表示器２２に停止した全列の特図が同一種類の場合には、その図柄組み合わせから大
当りを認識できる。この大当りを認識できる図柄組み合わせ（以下「大当り組み合わせ」
と示す）が、図柄組み合わせゲームにおける当りの組み合わせとなる。本実施形態では、
大当り組み合わせを［０００］［１１１］［２２２］［３３３］［４４４］［５５５］の
６種類と定めている（図５参照）。そして、大当り組み合わせが停止した場合、遊技者に
は、遊技者にとって有利となる大当り状態（特別遊技状態）が付与される。
【００２８】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、遊技者側から見て左列（左特図）→右列（右特図
）→中列（中特図）の順に図柄変動が停止するようになっている。そして、図柄変動の停
止によって導出された左特図と右特図が同一種類の場合にはリーチを認識できる。このリ
ーチは、特図表示器２２において、ゆれ変動状態（一旦停止）とされた左特図と右特図の
図柄組み合わせ（［１↓１］など、「↓」は変動中を示す）から認識できる。
【００２９】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、確率変動機能を備えている。この確率変動機能は
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、大当り組み合わせが予め定めた確変図柄による組み合わせ（特定図柄）であることを条
件に、大当り状態終了後、次回の大当り状態開始時まで大当り確率が通常確率（例えば、
３１５．７分の１）から高確率（例えば、６３．１分の１）に変動する確率変動状態（本
発明の「特定状態」の一例に相当。）を遊技者に付与する機能である。以下、「確率変動
」を適宜「確変」と略記する。
【００３０】
本実施形態では、確変図柄を、１，３，５の３種類と定め、特図表示器２２で停止した大
当り組み合わせが、［１１１］［３３３］［５５５］の何れかの場合に特定図柄を構成し
、確変の大当りとなる。そして、確変状態が付与されると、大当り確率が高確率に変動し
て大当りが生起されやすくなるため、確変以外の大当りに比して確変の大当りは、遊技者
にとってさらに有利であり、遊技者は、確変の大当りになることを期待しつつ、遊技を行
っている。一方で、大当り組み合わせが予め定めた非確変図柄による組み合わせである場
合は、「非特定図柄」とされ、遊技者には、大当り状態のみが付与され、大当り状態終了
後、大当り確率が変動せずに通常確率を維持するようになっている。本実施形態では、非
確変図柄を、０，２，４の３種類と定め、特図表示器２２で停止した大当り組み合わせが
、［０００］［２２２］［４４４］の何れかの場合に確変以外の大当りとなる。
【００３１】
ここで、「大当り演出」とは、遊技者に大当りであることを報知するために、図柄組み合
わせゲームが、停止図柄において大当り組み合わせで停止するように展開される遊技演出
である。
【００３２】
また、特図表示器２２において停止した全列の特図が異なる種類の場合又は１列の特図が
リーチを構成する特図とは異なる種類の場合には、その図柄組み合わせ（［２３４］［１
２２］［３４３］など）からはずれを認識できる。このはずれを認識できる図柄組み合わ
せ（以下「はずれ組み合わせ」と示す）が、図柄組み合わせゲームにおけるはずれの組み
合わせとなる。本実施形態では、はずれ組み合わせを６種類の大当り組み合わせを除く組
み合わせと定めている。
【００３３】
また、普図表示器２３では、表示演出に関連して、複数種類の普図（識別情報）を変動さ
せて、複数列の普図による図柄組み合わせを導出させる可変表示ゲームが行われるように
なっている。本実施形態では、可変表示ゲームにおいて２列の普図による図柄組み合わせ
を導出し、図柄組み合わせを構成する各列の普図の種類を２種類と定めている。具体的に
は、各列の普図の種類を、７と－（バー）の２種類とし、「７」を当り図柄と定める一方
で、「－（バー）」をはずれ図柄と定めている。なお、例えば、ＬＥＤ等を点滅させ抽選
を表示するようなもの（識別情報）も本願では「図柄変動」に含めている。
【００３４】
そして、遊技者は、普図表示器２３において、最終的に停止（確定停止）した図柄組み合
わせ（停止図柄）から当り又ははずれを認識できる。以下、普図表示器２３で停止した図
柄組み合わせから認識できる「当り」を「普通当り」と示すと共に、「はずれ」を「普通
はずれ」と示す。普図表示器２３に停止した全列の普図が当り図柄の場合には、その図柄
組み合わせから普通当りを認識できる。この普通当りを認識できる図柄組み合わせ（以下
「普通当り組み合わせ」と示す）が、可変表示ゲームにおける当りの組み合わせとなる。
本実施形態では、普通当り組み合わせを［７７］の１種類と定めている。また、普図表示
器２３に停止した全列の普図が当り図柄でない場合には、その図柄組み合わせから普通は
ずれを認識できる。この普通はずれを認識できる図柄組み合わせ（以下「普通はずれ組み
合わせ」と示す）が、可変表示ゲームにおけるはずれの組み合わせとなる。本実施形態で
は、普通はずれ組み合わせを［７－］［－７］［－－］の３種類と定めている。
【００３５】
表示装置Ｈの下方には、図示しないソレノイドにより開閉動作を行う開閉羽根２４（いわ
ゆる電動チューリップ）を備えた始動入賞装置である始動入賞口２５が配設されている。
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また、この始動入賞口２５には、ＬＥＤから構成された発光手段である予告ランプＹＲが
設けられる。この予告ランプＹＲは、始動入賞口２５に入賞した遊技球に係る図柄変動が
終了して確定的な大当り状態の停止図柄による表示が行われる以前に、所定の条件で発光
演出をおこなうことで、遊技者に大当りとなっていることを報知する報知手段である。
【００３６】
始動入賞口２５には、入賞した遊技球を検出する始動入賞口センサＳＥ１（図３に示す）
が設けられている。始動入賞口２５は、遊技球の入賞検出を契機に、図柄組み合わせゲー
ムの始動条件（図柄変動の始動条件）を付与し得る。なお、本実施形態では、始動入賞口
２５から遊技盤１３裏に進入する遊技球により入賞検出を行っているが、本実施形態の普
図始動入賞ゲート２６のようなゲート状（スルータイプ）の入賞装置の遊技球の通過によ
り入賞を検出するものでもよい。
【００３７】
また、始動入賞口２５は、遊技球の入賞検出を契機に、遊技者に対して所定個数（例えば
４個）の遊技球（賞球）の払出条件を付与し得る。前記開閉羽根２４は、普図表示器２３
の表示態様（図柄組み合わせ）が、予め定めた表示態様になったことに関連して、開閉動
作するようになっている。より詳しくは、可変表示ゲームによって導出され、停止した図
柄組み合わせが、普通当り組み合わせ（［７７］）になったことに関連して、開閉動作す
るようになっている。普通当り組み合わせで停止した場合、遊技者には、開閉羽根２４の
開動作によって始動入賞口２５への入賞がし易くなる有利な遊技状態が付与される。また
、始動入賞口２５の左右両側方には、始動入賞ゲート２６が配設されている。始動入賞ゲ
ート２６の奥方には、入賞した遊技球を通過検出するためのゲートセンサＳＥ２（図３に
示す）が設けられている。始動入賞ゲート２６は、遊技球の入賞検出を契機に、可変表示
ゲームの始動条件（図柄変動の始動条件）を付与し得る。これら始動入賞口２５、始動入
賞ゲート２６が、本発明の始動入賞装置に該当しうる。
【００３８】
始動入賞口２５の下方には、図示しないソレノイドにより開閉動作を行う大入賞口２７が
配設されている。大入賞口２７は、特図表示器２２の表示態様（図柄組み合わせ）が、予
め定めた表示態様になったことに関連して、開閉動作するようになっている。より詳しく
は、図柄組み合わせゲームによって導出され、停止した停止図柄として表示された図柄組
み合わせが、大当り組み合わせになったことに関連して、開閉動作するようになっている
。大当り組み合わせで停止した場合、遊技者には大当り状態が付与され、大入賞口２７の
開閉動作によって遊技球が入賞可能となり、多数の遊技球（賞球）が獲得できるチャンス
を得ることができる。また、表示装置Ｈの左右両側方には、普通入賞口２８が配設されて
いる。普通入賞口２８の奥方には、入賞した遊技球を検出するための普通入賞口センサＳ
Ｅ３（図３に示す）が設けられている。普通入賞口２８は、遊技球の入賞検出を契機に、
遊技者に対して所定個数（例えば１０個）の遊技球（賞球）の払出条件を付与し得る。
【００３９】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、始動入賞口２５へ遊技球が入賞した場合、その入
賞した遊技球数の記憶値（以下「特図始動記憶数」と示す）として機内部（主制御基板３
２のＲＡＭ３２ｃ）で記憶されるようになっている。図柄組み合わせゲーム中に累積され
た特図始動記憶数は、保留中（実行待機中）の図柄組み合わせゲームの回数を示している
。この「特図始動記憶数」が、本発明の「始動記憶数」の一例に相当する。特図始動記憶
数は、始動入賞口２５へ遊技球が入賞したことにより１加算され、図柄組み合わせゲーム
の開始により１減算されるようになっている。従って、図柄組み合わせゲーム中に始動入
賞口２５へ遊技球が入賞すると、特図始動記憶数は更に加算され、所定の上限値（例えば
４）まで累積される。そして、表示装置Ｈには、特図始動記憶数に基づく保留中の図柄組
み合わせゲームの回数を遊技者に報知するための特図始動記憶数表示器３０が配設されて
いる。特図始動記憶数表示器３０は、図２に示すように、特図始動記憶数１ランプ３０ａ
、特図始動記憶数２ランプ３０ｂ、特図始動記憶数３ランプ３０ｃ及び特図始動記憶数４
ランプ３０ｄからなる複数（本実施形態では４個）の発光手段によって構成されている。



(9) JP 4326787 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

前記各ランプ３０ａ～３０ｄの点灯個数により、保留中の図柄組み合わせゲームの回数を
報知している。例えば、特図始動記憶数１ランプ３０ａのみが点灯している場合には１回
の図柄組み合わせゲームが保留中であることを示している。
【００４０】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、始動入賞ゲート２６へ遊技球が入賞した場合、そ
の入賞した遊技球数の記憶値（以下「普図始動記憶数」と示す）として機内部（主制御基
板３２のＲＡＭ３２ｃ）で記憶されるようになっている。可変表示ゲーム中に累積された
普図始動記憶数は、保留中（実行待機中）の可変表示ゲームの回数を示している。この「
普図始動記憶数」は、本発明の「始動記憶数」の一例に該当しうる。普図始動記憶数は、
始動入賞ゲート２６へ遊技球が入賞したことにより１加算され、可変表示ゲームの開始に
より１減算されるようになっている。従って、可変表示ゲーム中に始動入賞ゲート２６へ
遊技球が入賞すると、普図始動記憶数は更に加算され、所定の上限値（例えば４）まで累
積される。そして、表示装置Ｈには、普図始動記憶数に基づく保留中の可変表示ゲームの
回数を遊技者に報知するための普図始動記憶数表示器３１が配設されている。普図始動記
憶数表示器３１は、図２に示すように、普図始動記憶数１ランプ３１ａ、普図始動記憶数
２ランプ３１ｂ、普図始動記憶数３ランプ３１ｃ及び普図始動記憶数４ランプ３１ｄから
なる複数（本実施形態では４個）の発光手段によって構成されている。前記各ランプ３１
ａ～３１ｄの点灯個数により、保留中の可変表示ゲームの回数を報知している。例えば、
普図始動記憶数１ランプ３１ａのみが点灯している場合には１回の可変表示ゲームが保留
中であることを示している。
【００４１】
さらに本実施形態のパチンコ機１０においては、図柄組み合わせゲーム中、所定の条件の
下に、停止図柄の表示以前に大当りとなっていることを遊技者に予め告げるための当り予
告（以下「大当り予告」と示す）を行うように構成されている。通常、遊技者は、停止図
柄の表示、すなわち全列の特図が確定停止する迄の間、大当り演出が行われているか否か
を判断することができない。そこで、この大当り予告は、全列の特図が確定停止する前に
遊技者に対して大当り状態を告知する演出とされている。そして、始動入賞口２５には、
図１に示すように、当り予告の報知手段としての予告ランプＹＲが配設されている。本実
施形態において、予告ランプＹＲは、大当り予告を行う際にのみ点灯する大当り予告専用
のランプとされている。
【００４２】
一方、図３に示すように、パチンコ機１０の機裏側には、遊技機全体を制御するメイン制
御手段としての主制御基板３２が装着されている。主制御基板３２は、遊技機全体を制御
するための各種処理を実行し、該処理結果に応じて各種の制御コマンドを演算処理するよ
うになっている。そして、主制御基板３２は、前記制御コマンドを所定の制御信号として
出力するようになっている。また、機裏側には、表示装置Ｈ（特図表示器２２及び普図表
示器２３）を制御するサブ制御手段を構成する表示制御基板３３が装着されている。また
、機裏側には、電飾ランプ１６、賞球ランプ１７、遊技盤ランプ１８、特図始動記憶数表
示器３０、普図始動記憶数表示器３１及び予告ランプＹＲを制御するランプ制御基板３４
が装着されている。機裏側には、スピーカ１９を制御する演出制御部（音声演出制御部）
としての音声制御基板３５が装着されている。
【００４３】
また、機裏側には、統括制御基板３６が装着されている。この図柄判定手段等である統括
制御基板３６は、図柄指定コマンド送信手段等である主制御基板３２が出力した制御コマ
ンドに基づいて、表示制御基板３３、ランプ制御基板３４及び音声制御基板３５を統括的
に制御する統括制御部として機能する。統括制御基板３６は、前記各制御基板３３～３５
を統括的に制御するために各種処理を実行し、該処理結果に応じて、遊技演出（表示演出
、発光演出、音声演出）及び入賞報知を行わせるための制御を指示する各種の制御コマン
ドを演算処理するようになっている。そして、統括制御基板３６は、前記制御コマンドを
所定の制御信号として出力するようになっている。本実施形態では、表示制御基板３３、
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ランプ制御基板３４、音声制御基板３５及び統括制御基板３６によって、遊技演出及び入
賞報知に関する各種制御を実行するサブ制御手段（図３に破線で囲む）を構成している。
このサブ制御手段が本発明の遊技演出手段に相当する。
【００４４】
以下、主制御基板３２、表示制御基板３３、ランプ制御基板３４、音声制御基板３５及び
統括制御基板３６の具体的な構成を図３～図１５に基づき説明する。各制御基板３２～３
６は、主制御基板３２に統括制御基板３６が接続され、該統括制御基板３６に表示制御基
板３３、ランプ制御基板３４及び音声制御基板３５が各別に接続されている。そして、統
括制御基板３６は、主制御基板３２から制御コマンドを入力し、表示制御基板３３、ラン
プ制御基板３４及び音声制御基板３５は、統括制御基板３６から制御コマンドを入力する
ようになっている。
【００４５】
主制御基板３２は、メインＣＰＵ３２ａを備えており、メインＣＰＵ３２ａにはＲＯＭ３
２ｂ及びＲＡＭ３２ｃが接続されている。メインＣＰＵ３２ａは、図柄組み合わせゲーム
に関連する大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、はずれ左図柄用乱数、はずれ中図柄用
乱数、はずれ右図柄用乱数、演出パターン振分乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に
順次更新するようになっている。また、メインＣＰＵ３２ａは、可変表示ゲームに関連す
る普通当り判定用乱数、普通はずれ左図柄用乱数、普通はずれ右図柄用乱数などの各種乱
数の値を順次更新するようになっている。メインＣＰＵ３２ａは、更新後の各種乱数の値
をＲＡＭ３２ｃに記憶し、更新前の値を書き換えることにより各種乱数の値を更新してい
る。ＲＯＭ３２ｂには、パチンコ機１０を制御するための制御プログラムや、複数種類の
演出パターンが記憶されている。ＲＡＭ３２ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き
換えられる各種の情報（特図始動記憶数、普図始動記憶数、各種乱数の値など）が記憶（
設定）されるようになっている。
【００４６】
演出パターンは、各列の図柄変動（特図／普図）が開始してから、全列の図柄（又は図柄
組み合わせ）が停止図柄を表示（確定停止）する迄の間において、演出パターン毎に予め
定められた遊技演出の時間内における遊技演出のベースとなるパターンを示すものである
。演出パターンには、各別に遊技演出の時間が定められており、演出パターンによって遊
技演出の時間が特定可能とされている。この演出パターンは、図柄組み合わせゲーム用と
可変表示ゲーム用に分類されてＲＯＭ３２ｂに記憶されている。以下、図柄組み合わせゲ
ーム用の演出パターンを「特図演出パターン」と示し、可変表示ゲーム用の演出パターン
を「普図演出パターン」と示す。特図演出パターンは、大当り演出用とはずれ演出用（リ
ーチありとリーチなし）に分類されてＲＯＭ３２ｂに記憶されている。大当り演出用の特
図演出パターンに基づき図柄組み合わせゲームが行われると、リーチを経て大当り組み合
わせで停止する場合とリーチを経ることなく大当り組み合わせで停止する場合がある。「
はずれ演出」は、図柄組み合わせゲームが、はずれ組み合わせで停止するように展開され
る演出である。はずれ演出用の特図演出パターンに基づき図柄組み合わせゲームが行われ
ると、リーチを経てはずれ組み合わせで停止する場合（所謂、はずれリーチ）とリーチを
経ることなくはずれ組み合わせで停止する場合がある。また、ＲＯＭ３２ｂには、普図演
出パターンとして、遊技演出の時間が異なる２種類の普図演出パターンが記憶されている
。
【００４７】
そして、メインＣＰＵ３２ａは、始動入賞口２５及び始動入賞口センサＳＥ１によって構
成される入賞検出手段が出力する入賞検出信号を入力し、図柄組み合わせゲームに関連す
る各種処理を実行するようになっている。より詳しくは、特図始動記憶数の判定、大当り
判定、停止図柄（特図）の決定、特図演出パターンの決定などの各種処理を実行するよう
になっている。
【００４８】
特図始動記憶数の判定は、入賞検出信号の入力を契機に、ＲＡＭ３２ｃに記憶されている
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特図始動記憶数が上限値未満であるか否かを判定して行われる。この判定結果が肯定（上
限値未満）の場合、メインＣＰＵ３２ａは、特図始動記憶数を１加算し、特図始動記憶数
を書き換える。一方、前記判定結果が否定（上限値に達している）の場合、メインＣＰＵ
３２ａは、上限値を超える特図始動記憶数の書き換えを行わない。特図始動記憶数を書き
換えたメインＣＰＵ３２ａは、統括制御基板３６の統括ＣＰＵ３６ａに対し、特図始動記
憶数の報知を指示する特図始動記憶数コマンドを出力する。なお、メインＣＰＵ３２ａは
、図柄組み合わせゲームの開始に伴って特図始動記憶数を１減算した場合も特図始動記憶
数コマンドを出力する。さらに、メインＣＰＵ３２ａは、入賞検出信号の入力を契機に賞
球の払出しを払出制御基板（図示しない）に指示すると共に、統括ＣＰＵ３６ａに対し、
変動パターン指定コマンドや、賞球ランプ１７の点灯を指示する賞球ランプ点灯コマンド
を出力する。一方、統括ＣＰＵ３６ａは、変動パターンを判定し、大当り予告をする場合
は、始動入賞口２５に設けられた予告ランプＹＲの発光演出のためのＬＥＤデータをセッ
トし、ランプ制御基板３４のサブＣＰＵ３４ａに対し、予告ランプ点灯コマンドを出力す
る（予告報知処理）。
【００４９】
また、特図始動記憶数が上限値未満である場合、メインＣＰＵ３２ａは、遊技球の入賞検
出を契機に、大当り判定用乱数の値及び大当り図柄用乱数の値をＲＡＭ３２ｃから読み出
し、読み出した値をＲＡＭ３２ｃの所定の格納領域に格納（記憶）する。そして、メイン
ＣＰＵ３２ａは、図柄組み合わせゲームの開始直前に、ＲＡＭ３２ｃに格納されている大
当り判定用乱数の値とＲＯＭ３２ｂに記憶されている大当り判定値を比較して大当り判定
を行う。この大当り判定の結果が肯定（大当り判定用乱数の値と大当り判定値が一致）の
場合、メインＣＰＵ３２ａは、大当りを決定する。本実施形態のパチンコ機１０では、大
当り判定用乱数の取り得る数値を、０～９４６（全９４７通りの整数）としている。そし
て、メインＣＰＵ３２ａは、大当り確率を通常確率とする場合、大当り判定用乱数の取り
得る数値の中から予め定めた３個の大当り判定値を用いて、大当り確率を９４７分の３（
＝３１５．７分の１）として大当り判定を行う。一方、メインＣＰＵ３２ａは、大当り確
率を高確率とする場合、大当り判定用乱数の取り得る数値の中から予め定めた１５個の大
当り判定値を用いて、大当り確率を９４７分の１５（＝６３．１分の１）として大当り判
定を行う。
【００５０】
大当りの決定がなされると、メインＣＰＵ３２ａは、ＲＡＭ３２ｃに格納されている大当
り図柄用乱数の値から、特図表示器２２に最終的に停止させる図柄の組み合わせ（停止図
柄）を決定する。具体的には、大当り図柄用乱数の値を停止図柄左、停止図柄中、及び停
止図柄右（各停止図柄は同一種類）とする。本実施形態において、大当り図柄用乱数の取
り得る数値は、６種類の特図に対応するように、０～５（全６種類の整数）としている（
図４参照）。従って、メインＣＰＵ３２ａは、大当り図柄用乱数の値として、０、２又は
４を読み出した場合には、各停止図柄を全て０、２又は４に決定する。この場合、特図表
示器２２には、確変以外の大当りとなる大当り組み合わせ［０００］、［２２２］又は［
４４４］が停止図柄として最終的に停止する。また、メインＣＰＵ３２ａは、大当り図柄
用乱数の値として、１、３又は５を読み出した場合には、各停止図柄を全て１、３又は５
に決定する。この場合、特図表示器２２には、確変の大当りとなる特定図柄からなる大当
り組み合わせ［１１１］、［３３３］又は［５５５］が最終的に停止して停止図柄の表示
がなされる。また、大当りの決定がなされると、メインＣＰＵ３２ａは、ＲＡＭ３２ｃか
ら演出パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づき、大当り演出用として振分けられ
た複数の特図演出パターンの中から一つの特図演出パターンを決定する。
【００５１】
前記大当り判定の判定結果が否定（大当り判定用乱数の値と大当り判定値が不一致）の場
合、はずれ（リーチありのはずれ又はリーチなしのはずれ）を決定する。そして、はずれ
の決定がなされると、メインＣＰＵ３２ａは、ＲＡＭ３２ｃからはずれ左図柄用乱数の値
、はずれ中図柄用乱数の値、はずれ右図柄用乱数の値を読み出し、読み出した各図柄用乱



(12) JP 4326787 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

数の値から、特図表示器２２に最終的に停止させる図柄の組み合わせ（停止図柄）を決定
する。その後、リーチを行うかどうかリーチ判定を行なう。そして、リーチ判定の判定結
果が肯定、つまり、リーチありのはずれの場合、メインＣＰＵ３２ａは、はずれ左図柄用
乱数の値を停止図柄左とし、右図柄用乱数の値を左図柄用乱数の値と同一の値に置換え、
これを停止図柄右（停止図柄左，右は同一種類）とし、はずれ中図柄用乱数の値を停止図
柄中とする。このとき、メインＣＰＵ３２ａは、はずれ左図柄用乱数の値とはずれ中図柄
用乱数の値が一致していた場合、停止図柄左と停止図柄中が一致しないように停止図柄中
を決定する。
【００５２】
一方、リーチなしのはずれの場合、メインＣＰＵ３２ａは、はずれ左図柄用乱数の値を停
止図柄左とし、はずれ中図柄用乱数の値を停止図柄中とし、はずれ右図柄用乱数の値を停
止図柄右とする。このとき、メインＣＰＵ３２ａは、はずれ左図柄用乱数の値とはずれ右
図柄用乱数の値が一致していた場合、停止図柄左と停止図柄右が一致しないように停止図
柄右を決定する。本実施形態において、はずれ左図柄用乱数、はずれ中図柄用乱数、はず
れ右図柄用乱数の取り得る数値は、大当り図柄用乱数と同様に、６種類の特図に対応する
ように、０～５（全６種類の整数）としている（図４参照）。また、はずれの決定がなさ
れると、メインＣＰＵ３２ａは、ＲＡＭ３２ｃから演出パターン振分乱数の値を読み出し
、この値に基づき、はずれ演出用（リーチありの場合又はリーチなしの場合）として振分
けられた複数の特図演出パターンの中から一つの特図演出パターンを決定する。
【００５３】
前述のように、停止図柄（特図）及び特図演出パターンを決定したメインＣＰＵ３２ａは
、統括制御基板３６（統括ＣＰＵ３６ａ）に対し、所定の制御コマンドを所定のタイミン
グで出力する。具体的に言えば、最初に、メインＣＰＵ３２ａは、変動パターン指定コマ
ンド送信手段として特図演出パターンの指定及び図柄変動（特図）開始の指示という２つ
の機能を有する特図演出パターン指定コマンド（変動パターン指定コマンド）を出力する
。次に、メインＣＰＵ３２ａは、停止図柄左を指定する左特図指定コマンド、停止図柄右
を指定する右特図指定コマンド及び停止図柄中を指定する中特図指定コマンドを、左特図
指定コマンド→右特図指定コマンド→中特図指定コマンドの順に出力する。各特図指定コ
マンドで指定された停止図柄左、停止図柄中、停止図柄右が、特図表示器２２において左
特図、中特図、右特図として最終的に導出される。そして、メインＣＰＵ３２ａは、指定
した特図演出パターンに定められている遊技演出の時間の経過時、図柄変動（特図）の停
止を指示する全特図停止コマンドを出力する。
【００５４】
また、メインＣＰＵ３２ａは、始動入賞ゲート２６及びゲートセンサＳＥ２によって構成
される入賞検出手段が出力するゲート入賞信号を入力し、可変表示ゲームに関連する各種
処理を実行するようになっている。より詳しくは、普図始動記憶数の判定、普通当り判定
、停止図柄（普図）の決定、普図演出パターンの決定などの各種処理を実行するようにな
っている。
【００５５】
普図始動記憶数の判定は、ゲート入賞信号の入力を契機に、ＲＡＭ３２ｃに記憶されてい
る普図始動記憶数が上限値未満であるか否かを判定して行われる。この判定結果が上限値
未満の場合、メインＣＰＵ３２ａは、普図始動記憶数を１加算し、普図始動記憶数を書き
換える。一方、前記判定結果が上限値に達している場合、メインＣＰＵ３２ａは、ゲート
入賞信号を無効とし、上限値を超える普図始動記憶数の書き換えを行わない。普図始動記
憶数を書き換えたメインＣＰＵ３２ａは、統括制御基板３６（統括ＣＰＵ３６ａ）に対し
、普図始動記憶数の報知を指示する普図入賞記憶数コマンドを出力する。なお、メインＣ
ＰＵ３２ａは、可変表示ゲームの開始に伴って普図始動記憶数を１減算した場合も普図入
賞記憶数コマンドを出力する。
【００５６】
また、普図始動記憶数が上限値未満である場合、メインＣＰＵ３２ａは、遊技球の入賞検
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出を契機に、普通当り判定用乱数の値をＲＡＭ３２ｃから読み出し、読み出した値をＲＡ
Ｍ３２ｃの所定の格納領域に格納（記憶）する。そして、メインＣＰＵ３２ａは、可変表
示ゲームの開始直前に、ＲＡＭ３２ｃに格納されている普通当り判定用乱数の値とＲＯＭ
３２ｂに記憶されている普通当り判定値を比較して普通当り判定を行う。普通当り判定用
乱数の値と普通当り判定値が一致した場合、メインＣＰＵ３２ａは、普通当りと決定する
。一方で、普通当り判定用乱数の値と普通当り判定値とが不一致の場合、メインＣＰＵ３
２ａは、普通はずれと決定する。本実施形態のパチンコ機１０では、普通当り判定用乱数
の取り得る数値を、０～２２（全２３通りの整数）としている。そして、メインＣＰＵ３
２ａは、普通当り判定用乱数の取り得る数値の中から予め定めた２０個の普通当り判定値
を用いて、普通当り確率を２３分の２０として普通当り判定を行う。
【００５７】
普通当りの決定がなされると、メインＣＰＵ３２ａは、普図表示器２３に最終的に停止さ
せる図柄（停止図柄）を決定する。本実施形態では、普通当りの組み合わせが１種類であ
るため、メインＣＰＵ３２ａは、停止図柄左と停止図柄右を「７」に決定する。一方、普
通はずれの決定がなされると、メインＣＰＵ３２ａは、ＲＡＭ３２ｃから普通はずれ左図
柄用乱数の値と普通はずれ右図柄用乱数の値を読み出し、読み出した各図柄用乱数の値か
ら停止図柄を決定する。具体的には、普通はずれ左図柄用乱数の値を停止図柄左とし、普
通はずれ右図柄用乱数の値を停止図柄右とする。このとき、メインＣＰＵ３２ａは、普通
はずれ左図柄用乱数の値と普通はずれ右図柄用乱数の値が何れも当り図柄「７」を示す値
で一致していた場合、停止図柄左と停止図柄右が一致しないように停止図柄右を決定する
。本実施形態において、普通はずれ左図柄用乱数と普通はずれ右図柄用乱数の取り得る数
値は、２種類の普図に対応するように、０，１（全２種類の整数）としている。そして、
停止図柄右と停止図柄左を決定したメインＣＰＵ３２ａは、２種類の普図演出パターンの
中から一つの普図演出パターンを決定する。
【００５８】
前述のように、停止図柄（普図）及び普図演出パターンを決定したメインＣＰＵ３２ａは
、統括制御基板３６（統括ＣＰＵ３６ａ）に対し、所定の制御コマンドを所定のタイミン
グで出力する。具体的に言えば、メインＣＰＵ３２ａは、最初に、普図演出パターンを指
定すると共に図柄変動（普図）の開始を指示する普図演出パターン指定コマンドを出力す
る。次に、メインＣＰＵ３２ａは、停止図柄左を指定する左普図指定コマンド及び停止図
柄右を指定する右普図指定コマンドを、左普図指定コマンド→右普図指定コマンドの順に
出力する。各普図指定コマンドで指定された停止図柄左、停止図柄右が、普図表示器２３
において左普図、右普図として最終的に導出される。そして、メインＣＰＵ３２ａは、指
定した普図演出パターンに定められている遊技演出の時間の経過時、図柄変動（普図）の
停止を指示する全普図停止コマンドを出力する。
【００５９】
次に、統括制御基板３６について説明する。統括制御基板３６は統括ＣＰＵ３６ａを備え
ており、統括ＣＰＵ３６ａにはＲＯＭ３６ｂ及びＲＡＭ３６ｃが接続されている。統括Ｃ
ＰＵ３６ａは、演出内容パターン振分乱数、予告実行判定用乱数などの各種乱数の値を所
定の周期毎に順次更新するようになっている。統括ＣＰＵ３６ａは、更新後の各種乱数の
値をＲＡＭ３６ｃに記憶し、更新前の値を書き換えることにより、各種乱数の値を更新し
ている。ＲＯＭ３６ｂには、各制御基板３３～３５を統括的に制御するための制御プログ
ラムが記憶されている。
【００６０】
また、ＲＯＭ３６ｂには、複数種類の演出内容パターンが記憶されている。演出内容パタ
ーンは、遊技演出のベースとなる演出パターンに対応付けられた遊技演出の時間内におい
て、各制御基板３３～３５の制御により行わせる遊技演出の具体的な演出内容を特定する
ためのものである。本実施形態では、特図演出パターンに対応する複数種類の特図演出内
容パターンがＲＯＭ３６ｂに記憶されており、これらの複数種類の特図演出内容パターン
は、一つの特図演出パターンに対して単数又は複数振分けられている。具体的に例示する
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と、大当り演出用の特図演出パターンＰ１に対して、複数の特図演出内容パターンＰ１－
ａ，Ｐ１－ｂ，Ｐ１－ｃ，・・・が振分けられている。リーチありのはずれ演出用の特図
演出パターンＰ２に対して、複数の特図演出内容パターンＰ２－ａ，Ｐ２－ｂ，Ｐ２－ｃ
，・・・が振分けられている。リーチなしのはずれ演出用の特図演出パターンＰ３に対し
て、単数の特図演出内容パターンＰ３－ａが振分けられている。
【００６１】
また、ＲＡＭ３６ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情報（各
種乱数の値、各種フラグなど）が記憶（設定）されるようになっている。
【００６２】
そして、統括ＣＰＵ３６ａは、メインＣＰＵ３２ａから入力した変動パターン（特図演出
パターン）指定コマンド及び図柄指定コマンドに基づき、各制御基板３３～３５（各サブ
ＣＰＵ３３ａ～３５ａ）に対して遊技演出（大当り予告を含む）及び入賞報知を指示する
ための各種処理を実行するようになっている。具体的には、統括ＣＰＵ３６ａは、入力し
た特図演出パターン指定コマンドに基づき特図演出内容パターンを決定し、決定した特図
演出内容パターンを指定する特図演出内容パターン指定コマンドを各サブＣＰＵ３３ａ～
３５ａに出力する。また、統括ＣＰＵ３６ａは、各特図指定コマンド、全特図停止コマン
ド、普図演出パターン指定コマンド、各普図指定コマンド及び全普図停止コマンドを入力
すると、これらの各コマンドを表示制御基板３３（サブＣＰＵ３３ａ）に出力する。また
、統括ＣＰＵ３６ａは、特図始動記憶数コマンド、普図入賞記憶数コマンド及び賞球ラン
プ点灯コマンドを入力すると、これらの各コマンドをランプ制御基板３４（サブＣＰＵ３
４ａ）に出力する。
【００６３】
統括ＣＰＵ３６ａは、特図演出パターン指定コマンドで指定された特図演出パターン（本
発明の変動パターンに相当する。）に対応する特図演出内容パターンを決定する。具体的
には、特図演出内容パターンは、演出内容パターン振分乱数の値と予め対応付けられてお
り、統括ＣＰＵ３６ａが、ＲＡＭ３６ｃから読み出した演出内容パターン振分乱数の値に
基づき、特図演出パターンに対応する特図演出内容パターンの中から一つの特図演出内容
パターンを決定する。例えば、特図演出パターンＰ１が指定された場合、統括ＣＰＵ３６
ａは、特図演出内容パターンＰ１－ａ，Ｐ１－ｂ，Ｐ１－ｃ，・・・の中から一つの特図
演出内容パターンを決定する。続いて、統括ＣＰＵ３６ａは、決定した特図演出内容パタ
ーンを指定する特図演出内容パターン指定コマンドを演算処理し、該特図演出内容パター
ン指定コマンドを各サブＣＰＵ３３ａ～３５ａに出力する。
【００６４】
統括制御基板３６は、各制御基板３３～３５の制御により行わせる遊技演出を特定するた
めの特図演出内容パターンを決定し、特図演出内容パターン指定コマンドを各制御基板３
３～３５に出力している。そのため、各制御基板３３～３５は、統括制御基板３６で決定
した同一の特図演出内容パターンに基づき、夫々、遊技演出を行わせるための制御を実行
することになる。その結果、表示制御基板３３の制御による特図表示器２２の表示演出、
ランプ制御基板３４の制御による電飾ランプ１６と遊技盤ランプ１８の発光演出及び音声
制御基板３５の制御によるスピーカ１９の音声演出を同調させることが可能となる。即ち
、パチンコ機１０で行われる遊技演出を同調させることができる。「遊技演出が同調する
」とは、各々の遊技演出が同じ調子となるように行われていることであり、例えば、「犬
が走っている様子」を示す表示演出が行われている場合に、その表示演出に見合った（又
は関連した）発光演出（激しく点滅）や音声演出（犬が走っている時の音など）が行われ
ることである。
【００６５】
以下、パチンコ機１０の主制御基板３２のメインＣＰＵ３２ａの制御を図６～図１４に示
すフローチャートを参照して説明する。図６は、主制御基板３２のメインＣＰＵ３２ａに
おけるメイン処理の手順を示すフローチャートである。メイン処理は、電源の投入、リセ
ット処理などで処理が開始され、まず、タイマ割込み処理（図７参照）により処理が中断
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されないように割込みの禁止（Ｍ１）の処理がなされる。続いて、割込みの禁止がされた
状態で、初期設定（Ｍ２）がなされる。ここでは、デバイスの初期設定や、ＲＡＭのチェ
ック、スタックポインタのセット等が行われる。そして、再び割込み禁止（Ｍ３）がなさ
れるが、最初の処理では、既に割込み禁止（Ｍ１）がなされていることから、この処理は
無視される。そして、待機時間乱数更新処理（Ｍ４）により、例えば、２ｍｓの待機時間
の間に、はずれ図柄用乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン振分け乱数などの各種乱数
の値が更新される。そして、割込み許可（Ｍ５）の処理を行い、タイマ割込み処理を可能
とする。そして、また割込み禁止（Ｍ３）に戻り、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５の処理を繰り返す。
【００６６】
続いて、図６のＭ５の処理後、割込み許可がされた状態で、タイマ割込み処理が行われる
。ここで、図７は、タイマ割込み処理の手順を示すフローチャートである。タイマ割込み
処理が開始されると、先ずレジスタの待避が行われ（Ｔ１）、続いて賞球計数センサ入力
処理（Ｔ２）が行われる。続いて出力処理（Ｔ３）、入力処理（Ｔ４）、乱数処理（Ｔ５
）、特図処理（Ｔ６）、特別電動役物処理（Ｔ７）、普図処理（Ｔ８）、普通電動役物処
理（Ｔ９）、賞球払出し処理（Ｔ１０）の各処理が行われる。そして、レジスタを復帰し
て（Ｔ１１）、１巡の処理が終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【００６７】
ここで、始動入賞口２５に遊技球が入賞した場合において、メインＣＰＵ３２ａでの入力
処理（Ｔ４）を説明する。図８は入力処理（Ｔ４）の手順を示すフローチャートである。
入力処理では、特図入力処理（Ｎ１）、第１種特別電動役物入力処理（Ｎ２）、普図入力
処理（Ｎ３）、普通電動役物入力処理（Ｎ４）、賞球記憶数設定処理（Ｎ５）、エラー処
理（Ｎ６）の各処理が行われる。
【００６８】
ここで図９は、この特図入力処理（Ｎ１）の手順を示すフローチャートである。特図入力
処理（Ｎ１）では、始動入賞口２５に入賞があるか否か判断し（ＴＮ１）、入賞がない場
合（ＴＮ１；ＮＯ）は処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。入賞があった場合は（ＴＮ１；
ＹＥＳ）、特図始動記憶数が４であるか否かを判断する（ＴＮ２）。もし、特図始動記憶
数が４であれば（ＴＮ２；ＹＥＳ）、本実施形態では記憶の上限が４であるため、それ以
上記憶することができないので、処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。一方、特図始動記憶
数が４ではない場合は、特図始動記憶数が０，１，２，３のいずれかであり上限の４まで
余裕がある。そのため、特図始動記憶数を１加算して（ＴＮ３）、ＲＡＭ３２ｃに記憶す
る格納処理（ＴＮ４）を行う。格納処理（ＴＮ４）では大当り判定用乱数、大当り図柄用
乱数を抽出して、特図始動記憶数に対応した特図記憶領域に格納して処理を終了する（Ｒ
ＥＴＵＲＮ）。
【００６９】
入力処理（Ｔ４）が終了すると、図７に示すように、乱数処理（Ｔ５）を経て、特図処理
（Ｔ６）が行われる。ここで図１０は、特図処理（Ｔ６）の手順を示すフローチャートで
ある。特図処理（Ｔ６）では、特図開始処理（ＴＺ１）、特図変動処理（ＴＺ２）、特図
表示処理（ＴＺ３）の各処理が行われる。
【００７０】
図１１は、特図開始処理（ＴＺ１）の手順を示すフローチャートである。特図開始処理（
ＴＺ１）では、まず特図始動記憶数が０か否かを判断する（ＴＫ１）。ここで、特図始動
記憶数＝０の場合は（ＴＫ１；ＹＥＳ）、表示を開始するゲームが無いため、表示画面で
デモ表示を行うためのデモ表示コマンドの設定を行う（ＴＫ８）。
【００７１】
特図始動記憶数＝０ではない場合（ＴＫ１；ＮＯ）は、保留球数が１乃至４個ある場合で
ある。そこで、これから消化（開始）するゲームの分の特図始動記憶数を１減算する（Ｔ
Ｋ２）。続いて、特図記憶領域に格納した大当り判定用乱数値と大当り判定値とを比較す
る。そして、比較結果を判定する（ＴＫ４）。このＴＫ５の手順が実行されるとメインＣ
ＰＵ３２ａが本発明の当り判定手段として機能する。大当り判定用乱数値と大当り判定値
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が一致した場合は（ＴＫ４；ＹＥＳ）、大当りであるため、大当り図柄の決定及び特図演
出パターン（変動パターン）の決定を行う特図大当り設定処理（ＴＫ５）を実行する。大
当り判定用乱数値と大当り判定値が一致しない場合は（ＴＫ４；ＮＯ）、はずれであるた
め、はずれ図柄の決定及び特図演出パターンの決定を行う特図はずれ設定処理（ＴＫ６）
を実行する。そして、特図大当り設定処理（ＴＫ５）又は特図はずれ設定処理（ＴＫ６）
で設定された特図演出パターンに応じて統括制御基板３６に送信するコマンドのセットを
行い（ＴＫ８）処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。特図変動処理（ＴＺ２）では、全停止
コマンドのセットを行う。
【００７２】
次に、出力処理（Ｔ３）では以下のような手順が行われる。ここで図１２は出力処理の手
順を示すサブルーチンを示すフローチャートである。ここでは、入力処理で設定された変
動パターン（特図演出パターン）指定コマンド及び特図指定コマンド等の出力処理が行わ
れる。出力処理（Ｔ３）が開始されると、まずランプ制御処理（Ｓ１）が行われる。
【００７３】
図１３及び図１４は、ランプ制御処理（Ｓ１）の手順を示すサブルーチンを示すフローチ
ャートである。ランプ制御処理（Ｓ１）では、前述した入力処理（図７；Ｔ４）を受けて
、統括制御基板３６に入賞報知に関するコマンド（特図始動記憶数表示器３０の点灯・消
灯、賞球ランプ１７の点灯・消灯等）を送信する。ランプ制御処理（Ｓ１）が開始される
と、まずランプ分割フラグのセット（ＬＳ１）が行われる。このランプ分割フラグに応じ
て、今回のランプ制御処理で行われる処理内容が決定する。本実施形態では、３つの処理
内容が設定されており、各処理内容は３割込み毎に実行される。ランプ分割フラグが００
Ｈの場合には、賞球総数データのセットの処理が行われる。また、ランプ分割フラグが０
１Ｈの場合には、特図始動記憶数コマンド作成処理が行われる。そして、ランプ分割フラ
グが０２Ｈの場合には、普図始動記憶数コマンド作成処理が行われる。
【００７４】
続いてカウント更新処理（ＬＳ２）が行われる。ここでは、ランプ分割フラグのセット（
ＬＳ１）でセットされたランプ分割フラグがカウントアップされる。具体的には、前回の
割込みで００Ｈの処理が行われた場合には、０１Ｈにカウントアップされる。前回の割込
みで０１Ｈの処理が行われた場合には０２Ｈにカウントアップされる。そして、前回の割
込みで０２Ｈ処理が行われた場合には、００Ｈとされる。
【００７５】
次に、ランプ分割フラグが００Ｈか否かが判断される（ＬＳ３）。ここで、ランプ分割フ
ラグが００Ｈと判断された場合は（ＬＳ３；ＹＥＳ）、賞球総数データのセット（ＬＳ４
）が行われる。ここでは、ＬＳ３の判定結果が肯定の場合、賞球計数センサ入力処理（Ｔ
２）及び後述する賞球記憶数設定処理（Ｎ５）で行った賞球総数の確認を行う。続いて賞
球総数が０より大きいか否か判断される（ＬＳ５）。賞球総数＞０の場合（ＬＳ５；ＹＥ
Ｓ）、つまり払い出すべき未払いの賞球がある場合は、前回割込み時の賞球総数が０であ
るか否かが判断される（ＬＳ６）。前回割込み時の賞球総数が０である場合（ＬＳ６；Ｙ
ＥＳ）は、今回の割込みで新たに払い出すべき未払いの賞球が発生したことになる。従っ
て、前回の賞球総数が０なので賞球ランプ１７（図１参照）は点灯されておらず、賞球ラ
ンプ１７を新たに点灯させるため賞球ランプ点灯コマンドセット（ＬＳ７）の処理が行わ
れる。
【００７６】
一方、賞球総数があるが（ＬＳ５；ＹＥＳ）、前回割込み時の賞球総数が０ではない場合
（ＬＳ６；ＮＯ）は、今回の割込みで新たに賞球が発生したわけではない。従って、賞球
ランプ１７は既に点灯しているため、改めて点灯させる必要がないので、賞球ランプ点灯
コマンドセット（ＬＳ７）の処理は行われない。
【００７７】
賞球ランプ点灯コマンドセット（ＬＳ７）の処理が完了し、又は賞球ランプ点灯コマンド
セットの必要が無い場合（ＬＳ６；ＮＯ）は、コマンド送信処理（図１２；Ｓ２）が行わ
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れる。
【００７８】
次に、賞球総数＞０か否か、すなわち払い出すべき未払いの賞球の残があるか否か賞球総
数によって判断される（ＬＳ５）。賞球総数＞０ではない場合（ＬＳ５；ＮＯ）、つまり
、賞球総数＝０であり、払い出すべき未払いの賞球が残っていない場合は、前回割込み時
に賞球総数が０であったか否か、すなわち払い出すべき未払いの賞球の残があったか否か
賞球総数によって判断される（ＬＳ８）。前回割込み時に賞球総数が０でない場合（ＬＳ
８；ＮＯ）、つまり、前回割込み時に払い出すべき未払いの賞球が残っていた場合は、賞
球ランプ１７（図１参照）が点灯されているので、賞球ランプ１７を消灯させるため賞球
ランプ消灯コマンドセット（ＬＳ９）の処理が行われる。
【００７９】
一方、賞球総数＞０でなく、（ＬＳ５；ＮＯ）、前回割込み時にも賞球総数が０である場
合（ＬＳ８；ＹＥＳ）、すなわち前回割込み時にも、今回割込み時にも払い出すべき未払
いの賞球が無い場合は、賞球ランプ１７はもともと点灯してなく、今回の割込み時にも点
灯させる必要がない。つまり、既に消灯しており、改めて消灯する必要もないので、賞球
ランプ消灯コマンドセット（ＬＳ９）の処理は行われない。
【００８０】
賞球ランプ消灯コマンドセット（ＬＳ９）の処理が完了し、又は賞球ランプ消灯コマンド
セットの必要が無い場合（ＬＳ８；ＹＥＳ）は、コマンド送信処理（図１２；Ｓ２）が行
われる。
【００８１】
次に、ランプ分割フラグが００Ｈではない場合（ＬＳ３；ＮＯ）を説明する。ランプ分割
フラグが００Ｈではない場合（ＬＳ３；ＮＯ）の場合は、図１３に示すフローチャートか
ら接続子Ａを介して、図１４に示すフローチャートの接続子ＡからＬＳ１０の手順に処理
が移行する。ここでは、ランプ分割フラグが００Ｈではない場合に、さらにランプ分割フ
ラグが０１Ｈか否かが判断される（ＬＳ１０）。ここで、ランプ分割フラグが０１Ｈであ
る場合は（ＬＳ１０；ＹＥＳ）、特図始動記憶数コマンド作成処理ということで、前述し
た特図入力処理（図９；Ｎ１）及び特図開始処理（図１１；ＴＺ１）で設定された特図始
動記憶数をもとに、特図始動記憶数のデータセットを行う（ＬＳ１１）。
【００８２】
続いて、ＬＳ１１でデータセットされた特図始動記憶数、前回の特図始動記憶数コマンド
作成処理の時の特図始動記憶数と一致するか否かを判断し（ＬＳ１２）、一致する場合（
ＬＳ１２；ＹＥＳ）は、接続子Ｂを介して処理を終了する。一致しない場合は（ＬＳ１２
；ＮＯ）、記憶数が増加又は減少しているため新たな特図始動記憶数を特図始動記憶数表
示器３０に表示させるために、改めて特図始動記憶数コマンドセットの処理を行う（ＬＳ
１３）。
【００８３】
ＬＳ１０で、ランプ分割フラグが００Ｈではない場合に、さらにランプ分割フラグが０１
Ｈではないと判断された場合（ＬＳ１０；ＮＯ）、普図始動記憶数データセット、普図始
動記憶数コマンドセット（ＬＳ１４～ＬＳ１６）の処理を同様に行う。ランプ分割フラグ
は普図保留球数コマンド作成処理を示す０２Ｈであるからである。
【００８４】
図１３に示すＬＳ６；ＮＯ、ＬＳ７、ＬＳ８；ＹＥＳ、ＬＳ９、図１４の示すＬＳ１２；
ＹＥＳ、ＬＳ１３、ＬＳ１５；ＹＥＳ、ＬＳ１６の処理が完了した場合には、図１２のフ
ローチャートに戻り（ＲＥＴＵＲＮ）、コマンド送信処理（Ｓ２）を行う。コマンド送信
処理は、ランプ制御処理（Ｓ１）で作成されたコマンドを含め、前述した特図開始処理（
ＴＺ１）で作成された特図演出パターン（変動パターン）指定コマンド等の送信を統括制
御基板３６に対して行う。さらに、始動入賞装置である始動入賞口２５に備えられた開閉
羽根２４（いわゆる電動チューリップ）、大入賞口２７の開放または閉鎖の指示等の各種
コマンド、信号を送信する。以上で、図１２に示す出力処理（Ｔ３）を終了する（ＲＥＴ
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ＵＲＮ）。なお、統括ＣＰＵ３６ａは、図柄組み合わせゲーム開始に関連するコマンドと
してはメインＣＰＵ３２ａから変動パターン（特図演出パターン）指定コマンド及び特図
指定コマンドを入力する。
【００８５】
次に、統括制御基板３６の統括ＣＰＵ３６ａの制御について説明する。ここでは、本実施
形態を実施するにあたり必要な大当り予告処理を図１５に示す特図始動記憶数ＬＥＤ処理
の手順を用いて説明する。統括ＣＰＵ３６ａでは、入力処理において入力したメインＣＰ
Ｕ３２ａからの変動パターン（特図演出パターン）指定コマンド及び特図指定コマンドを
ＲＡＭ３６ｃに格納する。この入力に基づいて、変動パターン作成処理を経て、特図始動
記憶数ＬＥＤ処理（図１５）を行う。本発明の大当り予告処理は、この特図始動記憶数Ｌ
ＥＤ処理の手順に含まれるため、特図始動記憶数ＬＥＤ処理の手順において、本発明の大
当り予告処理を説明する。
【００８６】
特図始動記憶数ＬＥＤ点灯のための特図始動記憶数ＬＥＤのデータセットである特図始動
記憶数ＬＥＤ処理は、統括制御基板３６により、特図始動記憶数１～４ランプ（３０ａ～
ｄ）に現在の特図始動記憶数を表示させるためのデータを生成する処理の一部として組み
込んで処理を行う。先ず、始動入賞口２５への入賞に基づく特図始動記憶数コマンドを受
信したか否かが判断する（ＮＬ１）。もし、特図始動記憶数コマンドを受信したと判断し
た場合は（ＮＬ１；ＹＥＳ）、演出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、を経て
特図始動記憶数ＬＥＤ（特図始動記憶数１～４ランプ（３０ａ～３０ｄ）図２参照）デー
タセット（ＮＬ１４）に移行する。本実施形態では、図柄変動の始動記憶数がない、つま
り保留球がないときに大当り予告を行うためである。なお、主制御基板３２のメインＣＰ
Ｕ３２ａは、特図始動記憶数が０、且つ図柄変動が行われていない場合においての始動入
賞口２５への入賞は、特図始動記憶数コマンドを出力しない。従って、統括制御基板３６
は特図始動記憶数コマンドが入力されない。
【００８７】
一方、前述したように、メインＣＰＵ３２ａからは、変動パターン（特図演出パターン）
指定コマンド及び特図指定コマンドだけしか入力していない場合は、特図始動記憶数コマ
ンドを受信していないと判断し（ＮＬ１；ＮＯ）、続いて変動開始時か否かを判断する（
ＮＬ２）。
【００８８】
このステップ（ＮＬ２）では、変動開始の指示として特図演出パターン指定コマンドを受
信したか否かを判定することで、所定の遊技演出が行われているか否か（変動開始時か否
か）を判定する。変動開始時ではない場合は（ＮＬ２；ＮＯ）、演出用ランプ・ＬＥＤデ
ータの上書き（ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）に移行
する。
【００８９】
変動開始時であると判断された場合には（ＮＬ２；ＹＥＳ）、次に特図始動記憶数が０で
あるかの判定を行う（ＮＬ３）。ここで、統括制御基板３６の特図始動記憶数は、主制御
基板３２の特図始動記憶数に対応するものである。また、メインＣＰＵ３２ａの特図入力
処理（図９；Ｎ１）により加算、又は特図開始処理（図１１；ＴＺ１）により減算し、書
き換えた特図始動記憶数を特図始動記憶数コマンドとして統括制御基板３６（統括ＣＰＵ
３６ａ）に出力されたものである。そして、統括ＣＰＵ３６ａは、この特図始動記憶数コ
マンドで出力された特図始動記憶数に基づき特図始動記憶数の書換えをする。
【００９０】
なお、メインＣＰＵ３２ａは、図柄組み合わせゲームの開始に伴って特図始動記憶数を１
減算した場合（図１１；ＴＫ２）も特図始動記憶数コマンドを出力する（図１１；ＴＫ８
）。そのため、それまでに特図始動記憶数が既にある場合以外は、特図処理におけるこれ
から消化（開始）するゲームの分の特図始動記憶数を１減算する処理によって、統括制御
基板３６の特図始動記憶数も０のままである。よって、主制御基板３２の特図始動記憶数
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が０の状態で始動入賞口２５に入賞があった場合は、メインＣＰＵ３２ａは特図始動記憶
数コマンドを統括制御基板３６に出力しない。従って、特図始動記憶数コマンドが受信さ
れておらず、且つ変動開始時という条件を満たしていれば、それまでは変動が行われなか
ったと判断される。また、特図始動記憶数が０でないと判断された場合には（ＮＬ３；Ｎ
Ｏ）、演出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデ
ータセット（ＮＬ１４）に移行する。
【００９１】
特図始動記憶数が０であると判定された場合には（ＮＬ３；ＹＥＳ）、大当り変動パター
ンであるか否かが判断される（ＮＬ４）。このステップでは、統括ＣＰＵ３６ａは、入力
した特図演出パターン指定コマンドが大当り変動パターンに関するコマンドか否かを判定
する。また、大当り変動パターン（本発明の当り変動パターンに相当する。）ではないと
判断された時には（ＮＬ４；ＮＯ）、演出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、
を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）に移行する。一方、大当り変動パ
ターンと判断された場合（ＮＬ４；ＹＥＳ）は、大当り予告報知を行うか否かの乱数の抽
選を行い（ＮＬ５）、乱数抽選の結果を判定する（ＮＬ６）。このＮＬ５とＮＬ６の手順
が統括制御基板３６（ＣＰＵ３６ａ）を当り予告実行判定手段として機能させる。
【００９２】
そして、乱数の抽選に当選したと判断された場合（ＮＬ６；ＹＥＳ）、始動入賞口２５の
予告ランプＹＲのＬＥＤデータをセットする（ＮＬ７）。次に、演出用ランプ・ＬＥＤデ
ータの上書き（ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）を行う
。このＮＬ７の手順がサブＣＰＵ３５ａを大当り予告手段として機能させる。乱数抽選の
結果、大当り予告報知を行わないと判定された場合には（ＮＬ６；ＮＯ）、そのまま、演
出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセッ
ト（ＮＬ１４）に移行する。
【００９３】
特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）では、特図始動記憶数コマンド受信の処
理を経由しなかった場合（ＮＬ１；ＮＯ）は、現在の特図始動記憶数を継続する特図始動
記憶数ＬＥＤデータがそのままセットされて特図始動記憶数コマンド入力時の処理が終了
する（ＲＥＴＵＲＮ）。一方、特図始動記憶数コマンド受信（ＮＬ１；ＹＥＳ）の場合は
特図始動記憶数ＬＥＤデータが新たな特図始動記憶数でセットされて特図始動記憶数コマ
ンド入力時の処理が終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【００９４】
本実施形態では、統括ＣＰＵ３６ａは、特図演出パターンコマンドが入力され変動が開始
されて特図始動記憶数が０であると判定すると、特図演出パターン指定コマンドによって
大当りであるか否かを判定する。また、統括ＣＰＵ３６ａは、図１５；ＮＬ５の処理に基
づき、大当り予告を行う条件が成立している場合には、大当り予告を行うか否かをさらに
判定する。この判定結果に基づき、統括ＣＰＵ３６ａは、予告演出を決定し、予告ランプ
ＹＲのデータをセットし、出力処理において、予告演出コマンドをサブＣＰＵ３４ａに出
力する。このように本実施形態では、統括制御基板３６の統括ＣＰＵ３６ａが、組み合わ
せ判定手段及び予告実行判定手段として機能する。
【００９５】
次に、図３に戻り、表示制御基板３３、ランプ制御基板３４及び音声制御基板３５につい
て説明する。表示制御基板３３は、サブＣＰＵ３３ａを備えており、該サブＣＰＵ３３ａ
にはＲＯＭ３３ｂ及びＲＡＭ３３ｃが接続されている。ＲＯＭ３３ｂには、複数種類の表
示演出用の演出制御データや各種の画像情報が記憶されている。この演出制御データは、
サブＣＰＵ３３ａが、表示装置Ｈの表示内容（図柄変動、キャラクタの動作、可視表示部
Ｈの背景など）を制御するための情報である。ＲＯＭ３３ｂには、一つの特図演出内容パ
ターンに対して一つの特図演出制御データが対応付けられて記憶されている。また、ＲＯ
Ｍ３３ｂには、一つの普図演出パターンに対して一つの普図演出制御データが対応付けら
れて記憶されている。ＲＯＭ３３ｂには、特図や普図の画像情報、背景画像、文字画像及
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び登場キャラクタの画像が記憶されている。ＲＡＭ３３ｃには、パチンコ機１０の動作中
に適宜書き換えられる各種の情報が記憶（設定）されるようになっている。
【００９６】
従って、サブＣＰＵ３３ａは、統括制御基板３６から出力された特図演出内容パターン指
定コマンドを入力すると、指定された特図演出内容パターンに対応する特図演出制御デー
タをＲＯＭ３３ｂから読み出し、該特図演出制御データに基づき特図表示器２２の表示内
容を制御する。この制御により、特図表示器２２では、表示演出が行われる。また、サブ
ＣＰＵ３３ａは、普図演出パターン指定コマンドを入力すると、指定された普図演出パタ
ーンに対応する普図演出制御データをＲＯＭ３３ｂから読み出し、該普図演出制御データ
に基づき普図表示器２３の表示内容を制御する。この制御により、普図表示器２３では、
表示演出が行われる。
【００９７】
ランプ制御基板３４は、サブＣＰＵ３４ａを備えており、該サブＣＰＵ３４ａにはＲＯＭ
３４ｂ及びＲＡＭ３４ｃが接続されている。ＲＯＭ３４ｂには、複数種類の発光演出用の
演出制御データが記憶されている。この演出制御データは、サブＣＰＵ３４ａが、電飾ラ
ンプ１６、遊技盤ランプ１８及び予告ランプＹＲの発光態様（点灯開始タイミング、点灯
時間など）を制御するための情報である。ＲＯＭ３３ｂには、一つの特図演出内容パター
ンに対して一つの特図演出制御データが対応付けられて記憶されている。
【００９８】
ＲＯＭ３４ｂには、大当りとなる場合の予告演出に対応付けられた予告演出制御データが
記憶されている。例えば、予告演出制御データは、予告ランプＹＲをＴ秒の間連続して点
灯させる内容とされる。さらに、ＲＯＭ３４ｂには、複数種類の入賞報知用の報知制御デ
ータが記憶されている。この報知制御データは、サブＣＰＵ３４ａが、賞球ランプ１７、
特図始動記憶数表示器３０及び普図始動記憶数表示器３１の発光態様（点灯／消灯など）
を制御するための情報である。ＲＡＭ３４ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換
えられる各種の情報が記憶（設定）されるようになっている。
【００９９】
従って、サブＣＰＵ３４ａは、特図演出内容パターン指定コマンドを入力すると、指定さ
れた特図演出内容パターンに対応する特図演出制御データをＲＯＭ３４ｂから読み出し、
該特図演出制御データに基づき電飾ランプ１６及び遊技盤ランプ１８の発光態様を制御す
る。この制御により、電飾ランプ１６及び遊技盤ランプ１８では、発光演出が行われる。
【０１００】
また、サブＣＰＵ３４ａは、予告演出コマンドを入力すると、予告演出に対応する予告演
出制御データをＲＯＭ３４ｂから読み出し、該予告演出制御データに基づき予告ランプＹ
Ｒの発光態様を制御する。この制御により、予告ランプＹＲでは、発光による大当り予告
が行われる。本実施形態では、ランプ制御基板３４のサブＣＰＵ３４ａが、予告制御手段
として機能する。また、サブＣＰＵ３４ａは、賞球ランプ点灯コマンド、特図始動記憶数
コマンド又は普図入賞記憶数コマンドを入力すると、該コマンドに対応する報知制御デー
タをＲＯＭ３４ｂから読み出す。そして、サブＣＰＵ３４ａは、読み出した報知制御デー
タに基づき賞球ランプ１７、特図始動記憶数表示器３０又は普図始動記憶数表示器３１の
発光態様を制御することにより、所定の入賞報知が行われる。
【０１０１】
音声制御基板３５は、サブＣＰＵ３５ａを備えており、該サブＣＰＵ３５ａにはＲＯＭ３
５ｂ及びＲＡＭ３５ｃが接続されている。ＲＯＭ３５ｂには、複数種類の音声演出用の演
出制御データが記憶されている。この演出制御データは、サブＣＰＵ３５ａが、スピーカ
１９の音声出力態様（効果音の種類、１回の音声出力時間など）を制御するための情報で
ある。ＲＯＭ３５ｂには、一つの特図演出内容パターンに対して一つの特図演出制御デー
タが対応付けられて記憶されている。ＲＡＭ３５ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜
書き換えられる各種の情報が記憶（設定）されるようになっている。従って、サブＣＰＵ
３５ａは、特図演出内容パターン指定コマンドを入力すると、該コマンドで指定された特
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図演出内容パターンに対応する特図演出制御データをＲＯＭ３５ｂから読み出し、該特図
演出制御データに基づきスピーカ１９の音声出力態様を制御する。この制御により、スピ
ーカ１９では、音声演出が行われる。
【０１０２】
次に、図１６（ａ）～（ｄ）を参照して、大当り予告の遊技演出が行われる態様を説明す
る。図１６（ａ）に示すように、始動入賞口２５に入賞がないデモ状態の特図表示器２２
は、停止図柄を表示している。ここで、始動入賞口２５に遊技球が入賞すると、始動入賞
口センサＳＥ１が入球を検出し、入賞検出信号をメインＣＰＵ３２ａに送出し、メインＣ
ＰＵ３２ａでは、大当りの抽選を行う。大当りではない場合は、図柄変動後、停止図柄と
してはずれ図柄を表示するが（不図示）、予告ランプＹＲは停止図柄が表示される前後に
わたり発光することはない。
【０１０３】
一方、図柄変動が行われてなく且つ特図始動記憶１～４ランプ３１ａ～３１ｄが点灯して
いない状態で、大当りを決定した主制御基板３２のメインＣＰＵ３２ａは、停止図柄（特
図）と大当り演出用の特図演出パターンを決定する。メインＣＰＵ３２ａは、統括制御基
板３６の統括ＣＰＵ３６ａに対して、特図演出パターン指定コマンドを出力すると共に、
左特図指定コマンド、右特図指定コマンド及び中特図指定コマンドを順次出力する。統括
ＣＰＵ３６ａは、指定された特図演出パターンに振分けられている一つの特図演出内容パ
ターンを決定する。統括ＣＰＵ３６ａは、各制御基板３３～３５の各サブＣＰＵ３３ａ～
３５ａに対して、決定した特図演出内容パターンを指定する特図演出内容パターン指定コ
マンドを出力する。
【０１０４】
表示制御基板３３のサブＣＰＵ３３ａは、指定された特図演出内容パターンに対応する特
図演出制御データを読み出す。そして、表示制御基板３３のサブＣＰＵ３３ａは、特図演
出制御データに基づき制御を実行し、特図表示器２２では表示演出が行われる（図１６（
ｂ）、図中の↓は変動中を示す）。
【０１０５】
特別図柄表示器２２では、図柄が変動表示され、例えば、左停止図柄が表示されたタイミ
ングで予告ランプＹＲがＴａ秒間隔で点滅する（図１６（ｃ））。従って、遊技者はこの
予告ランプＹＲの点滅により停止図柄が表示される前に大当りであることを認識する。そ
の後、リーチを経て、若しくはそのままリーチを経ないで大当りの組み合わせの停止図柄
の表示が行われる（図１６（ｄ））。なお、本実施形態では大当りであれば、特定図柄或
いは非特定図柄による大当りでの演出の差はない。
【０１０６】
本実施形態では、上述のように構成されている。そのため、統括制御基板３６は、図柄変
動が行われていないこと且つ図柄変動の始動記憶数がないことを条件に、遊技球の始動入
賞口２５への入賞に基づいて、前記変動パターン指定コマンドが当り変動パターンである
場合に当り予告を実行する。当り予告は、始動入賞口２５の予告ランプＹＲの発光演出に
より、当該入賞に係る停止図柄の表示以前に当該入賞が当りであることを報知するという
作用がある。
【０１０７】
（実施形態の効果）
従って、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
・　パチンコ機１０では、図柄変動が行われていないこと且つ図柄変動の始動記憶数がな
いことを条件に、始動入賞口２５に入賞した場合に予告ランプＹＲにより大当りの予告を
行うことで、特図表示器２２に大当り図柄が確定表示される前にいち早く遊技者に当りを
予告できるという効果がある。従って、遊技に対する興味が低下している遊技者に、停止
図柄の表示を待たずに当りを予告することで大きな刺激を与えることができるため、演出
効果を高めることができる。
【０１０８】



(22) JP 4326787 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

・　また、パチンコ機１０では、始動入賞口２５に予告ランプＹＲを設けている。特図の
図柄変動が行われていないときには、遊技者は始動入賞口２５に遊技球を入賞をさせよう
とするため、視線は必ず始動入賞口２５に集中する。このとき、例えば電飾ランプ１６、
賞球ランプ１７、遊技盤ランプ１８を発光させた場合、遊技者の視線が向いていないため
、遊技者はこの発光演出を見逃す可能性が高くなる。しかしながら、本実施形態のように
、始動入賞口２５に設けられた予告ランプＹＲであれば、上述のように特図の図柄変動が
行われていないときには、視線は必ず始動入賞口２５に集中するので見逃すことはない。
従って、このような発光演出により大当り予告を行えば、遊技者は視界内で発光演出があ
るため即座に予告に気がつくという効果がある。
【０１０９】
・　また、電飾ランプ１６、賞球ランプ１７、遊技盤ランプ１８を発光させて大当り予告
を行った場合、発光していること自体に気がついたとしても、発光した理由が分かりにく
い。しかし、本実施形態であれば、その発光が始動入賞口２５に設けられた専用の報知手
段である予告ランプＹＲによる。そのため、発光演出があれば直感的に始動入賞口２５と
関連する特図に関する大当りになるという印象を与えることができ、演出効果をさらに高
めることができるという効果がある。
【０１１０】
・　さらに、パチンコ機１０では、大当り予告を予告ランプＹＲの発光演出により実行す
るため、音声による予告のように隣接台の音などに予告の音声が掻き消されてしまったり
せず、遊技者が気が付かないということもないという効果がある。
【０１１１】
・　また、統括制御基板３６を備えることで、従来からの主制御基板３２からのコマンド
をそのまま利用することで大当り予告ができるため、主制御手段に新たな負荷をかけるこ
ともないという効果がある。
【０１１２】
（第２の実施形態）
上記第１の実施形態では、図１５に示す特図始動記憶数ＬＥＤ処理のように、入力された
特図演出パターン指定コマンド（変動パターン指定コマンド）が大当り変動パターンであ
れば（ＮＬ４；ＹＥＳ）、大当りと判断している。第２の実施形態では、図１７に示す特
図始動記憶数ＬＥＤ処理のように、特図指定コマンドの入力時の処理において、組み合わ
せ判定処理で指定された図柄の組み合わせが大当り図柄の組み合わせか否かを判断して、
始動入賞口２５に入賞した遊技球が当りになっているか否かを判断している（ＮＬ９）。
さらに、特図指定コマンドにより大当り図柄の判定を行った後、大当りの場合は、左特図
指定コマンドの種類が確変図柄（特定図柄）のコマンドか、非確変図柄（非特定図柄）の
コマンドかを判断し（ＮＬ１０）、確変図柄のコマンドではなかった場合は（ＮＬ１０；
ＮＯ）、大当り予告を行わないようになっている。
【０１１３】
以下、第２の実施形態を説明する。図１７に示す第２の実施形態の特図始動記憶数ＬＥＤ
処理では、図１５に示す第１の実施形態とは、図１７に示す大当りの判定処理（ＮＬ９）
と確変図柄・非確変図柄の取扱い（ＮＬ１０）が異なる。基本的な構成、制御は共通して
いるため、異なる部分のみ異なる符号を付して、共通する部分の説明は第１の実施形態の
説明を第２の実施形態の説明に代え、その説明を省略する。
【０１１４】
第２の実施形態では、ＮＬ１からＮＬ３までの手順は第１の実施形態と同様の手順となっ
ている。次に、メインＣＰＵ３２ａから入力した特図指定コマンド（左、右、中）が同一
であるかどうかによって、大当たりであるか否かを判定する（ＮＬ９）。
【０１１５】
また、第２の実施形態では、大当りの場合（ＮＬ９；ＹＥＳ）は、左特図指定コマンドが
確変図柄のコマンドか否かで、確変の大当りか否かを判断する（ＮＬ１０）。
【０１１６】
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第２の実施形態のパチンコ機では、上述のような構成になっているため、以下のような作
用がある。予告ランプＹＲを有する始動入賞口２５へ入賞した遊技球の入賞検出信号に基
づいて当り判定手段である主制御基板３２で当り判定をする。その判定結果に応じて、大
当り状態が付与される非確変図柄の組み合わせ、さらに確変状態が付与される確変図柄の
組み合わせとを含む停止図柄を決定し、特図指定コマンドを送信する。図柄表示制御手段
である表示制御基板３３では、統括制御基板３６を介して主制御基板３２から送信された
特図指定コマンドに基づいて停止図柄を表示する。統括制御基板３６では、図柄変動が行
われておらず且つ図柄変動の始動記憶数がない場合に、始動入賞口２５への入賞に基づい
て、特図指定コマンドに基づいて停止図柄が当り図柄と判定された場合に、確変の大当り
の付与を始動入賞口２５の予告ランプＹＲにより大当り予告を実行する。
【０１１７】
この構成に係るパチンコ機１０では、図柄変動が行われていないこと且つ図柄変動の始動
記憶数がないことを条件に、始動入賞口２５に入賞した場合に、特図指定コマンドを利用
することで統括制御基板３６で大当りの判定を行う。そして、大当りと判定されたときに
は、予告ランプＹＲで大当り予告をする。そのため、遊技者に通常より早いタイミングで
当りを予告できるという効果がある。従って、図柄変動がなく、遊技に対する興味が低下
している遊技者に、大きな刺激を与えることができるため、演出効果を高めることができ
るという効果がある。また、統括制御基板３６のプログラムを変更することで従来からの
特図指定コマンドをそのまま利用することができ、主制御基板３２をそのまま利用できる
とともに、主制御基板３２に新たな負荷をかけることもないという効果がある。
【０１１８】
○　なお、ＮＬ１０の手順は省略して実施することもできる。この場合は、大当りと判断
されたものは、確変図柄、非確変図柄にかかわらず、すべて乱数抽選され、乱数抽選で当
りになったものは予告ランプＹＲにより大当り予告が実行されることになる。
【０１１９】
（第３の実施形態）また、第２の実施形態で、非確変図柄と判断されたもの（図１７；Ｎ
Ｌ１０；ＮＯ）は、大当り予告の対象とはされていないが、非確変図柄による大当りにつ
いては、確変図柄と異なる態様の大当り予告を行うことも好ましい。以下、非確変図柄に
よる大当りについては、確変図柄と異なる態様の大当り予告を行う第３の実施形態につい
て図５、図１８を参照して説明する。
【０１２０】
ここで、図５に示すように、統括制御基板３６のＲＯＭ３６ｂには、複数種類の予告演出
内容パターンが記憶されている。予告演出内容パターンは、遊技演出の中で行われる当り
予告の演出内容を特定するためのものである。本実施形態では、大当り予告の演出内容を
特定するための予告演出内容パターンが記憶されている。そして、ＲＯＭ３６ｂには、大
当り演出によって表示される停止図柄である大当り図柄組み合わせが、特定図柄である確
変の大当りとなる場合の予告演出内容パターンＡ１と非特定図柄である確変以外の大当り
となる場合の予告演出内容パターンＡ２の２種類が記憶されている。
【０１２１】
図１８は、第３の実施形態の特図始動記憶数ＬＥＤ処理の手順を示すフローチャートであ
る。この実施形態では、特図始動記憶数ＬＥＤ処理は、基本的に第２の実施形態の特図始
動記憶数ＬＥＤ処理（図１７）と共通する。以下、図１８に沿って異なる部分を説明する
。第２の実施形態とは、ＮＬ１～３、ＮＬ９～１０までは共通の処理を行う。第３の実施
形態では、左特図指定コマンド≠確変図柄のコマンドであっても（ＮＬ１０；ＮＯ）、大
当り予告を行うものである。左特図指定コマンドが非確変図柄のコマンドの場合（ＮＬ１
０；ＮＯ）、乱数抽選が行われる（ＮＬ１１）。ここでは、確変図柄の場合（ＮＬ５）と
比較すると当りの確率が低く設定されている。これは非確変図柄の場合は、確変図柄によ
る大当りに比較して遊技者の利益が小さいため、あえて大当り予告を減らしているためで
ある。乱数抽選が当りでは無かった場合（ＮＬ１２；ＮＯ）、大当り予告は行わず演出用
ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（
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ＮＬ１４）を行って処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【０１２２】
一方、乱数抽選当り（ＮＬ１２；ＹＥＳ）の場合は、予告ランプＹＲデータのセット（Ｎ
Ｌ１３）を行う。ここでは、非確変図柄による大当りであるので、図５に示す予告演出内
容パターンＡ２が選択されセットされる。
【０１２３】
一方、左特図指定コマンド＝確変図柄のコマンドの場合は（ＮＬ１０；ＹＥＳ）、第２の
実施形態と同様、乱数抽選が行われる（ＮＬ５）。乱数抽選が当りではないときは（ＮＬ
６；ＮＯ）、大当り予告は行わず、演出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（ＮＬ８）、を
経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）を行って処理を終了する（ＲＥＴＵ
ＲＮ）。乱数抽選が当りの場合（ＮＬ６；ＹＥＳ）は、予告ランプＹＲデータのセット（
ＮＬ７）が行われる。ここでは、確変図柄による大当りであるので、図５に示す予告演出
内容パターンＡ１が選択されセットされる。
【０１２４】
そして、ＮＬ１３、ＮＬ７の手順が終了したら、演出用ランプ・ＬＥＤデータの上書き（
ＮＬ８）、を経て特図始動記憶数ＬＥＤデータセット（ＮＬ１４）が行われ、処理が終了
する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【０１２５】
以下、図１６に沿って、第３の実施形態の大当り演出における大当り予告の説明をする。
第３の実施形態では、遊技者から見て特図が変動していないときであって（図１６（ａ）
参照）、且つ特図始動記憶数１～４ランプ３０ａ～ｄのいずれも点灯していない場合に、
始動入賞口２５に入賞した場合は、遊技者には外部的に分からないが内部的に大当りの抽
選が行われて大当りであるか否かが判定される。これに続き、内部的に大当りの場合に、
さらに確変であるか否かが判定される。そして、それぞれ乱数抽選により内部的に大当り
予告がなされるか否かが判定される。大当り予告を実行すると判定されている場合でもこ
の段階では遊技者には報知されない。従って、始動入賞口２５への入賞により予告ランプ
ＹＲが点灯しないで特図の変動が開始される（図１６（ｂ）参照）。
【０１２６】
次に、内部的に確変以外の大当りで大当り予告を実行すると判定されているときは、左特
図が導出された後、始動入賞口２５に遊技球が入賞してから所定の遅延時間経過後に大当
り予告が行われる（図１６（ｃ）参照）。この場合、サブＣＰＵ３４ａは、予告演出内容
パターンＡ２に対応する予告演出制御データに基づき予告ランプＹＲの発光態様（Ｔａ秒
間隔で点滅）を制御する。そして、大当り予告が行われた後、右特図→中特図の順に導出
され、全特図停止コマンドの入力により、各特図指定コマンドで指定された停止図柄左、
停止図柄中、停止図柄右が、左特図、中特図、右特図として最終的に停止する。特図表示
器２２には、図１６（ｄ）に示すように、確変以外の大当りとなる大当り組み合わせ［０
００］が停止する。
【０１２７】
一方、内部的に確変の大当りで大当り予告を実行すると判定されている場合は、左特図→
右特図が導出された後（リーチ後）、始動入賞口２５に遊技球が入賞してから所定の遅延
時間経過後に大当り予告が行われる（図１６（ｅ）参照）。この場合、サブＣＰＵ３４ａ
は、予告演出内容パターンＡ１に対応する予告演出制御データに基づき予告ランプＹＲの
発光態様（Ｔ秒間点灯）を制御する。そして、大当り予告が行われた後、中特図が導出さ
れ、全特図停止コマンドの入力により、各特図指定コマンドで指定された停止図柄左、停
止図柄中、停止図柄右が、左特図、中特図、右特図として最終的に停止する。特図表示器
２２には、図１６（ｆ）に示すように、確変の大当りとなる大当り組み合わせ［５５５］
が停止する。
【０１２８】
なお、確変以外の大当り若しくは確変の大当りであっても、乱数抽選により大当り予告が
されないと判定されている場合は、非確変図柄での大当りは、図１６（ａ）→（ｂ）→（
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ｃ）→（ｄ）の順序に図柄の変動が表示されるが、図１６（ｃ）のときは、左特図が導出
されても図示と異なり予告ランプＹＲは点滅しない。また、確変図柄での大当りは、図１
６（ａ）→（ｂ）→（ｅ）→（ｆ）の順序で図柄の変動が表示されるが、図１６（ｅ）と
きは、左特図→右特図が導出されても図示と異なり予告ランプＹＲは点灯しない。
【０１２９】
また、特図表示器２２で特図が変動中である場合は、始動入賞口２５に遊技球が入賞して
も予告ランプＹＲによる大当り予告は行われない。また、特図始動記憶数（始動記憶数）
が０ではないとき、つまり保留球があるときは特図始動記憶数１ランプ３０ａ～特図始動
記憶数４ランプ３０ｄのうちの１個乃至４個が点灯するが、このときに始動入賞口２５に
遊技球が入賞しても大当り予告は行われない。なお、このとき先の図柄組み合わせゲーム
の終了後に保留されていた次の図柄組み合わせゲームが開始するため、ゲームとゲームの
間に特図が変動していないインターバルができる。このときも特図が変動していないが、
特図始動記憶数が０ではないので、遊技球が始動入賞口２５に入賞しても大当り予告は行
われない。
【０１３０】
第３の実施形態では、上記のような構成・作用を備えるため以下のような効果がある。
・　大当り予告が行われた場合に、遊技者が確変図柄（特定図柄）による大当りか、非確
定図柄（非特定図柄）による当りのいずれであるかが異なる発光態様となっている。従っ
て、遊技者に確変の大当りであることをいち早く認識させることができるため、遊技の演
出効果を高めることができるという効果がある。
【０１３１】
・　また、確変図柄による大当りと非確変図柄による大当りとで、乱数抽選（図１８；Ｎ
Ｌ５、ＮＬ１１）での確率を、確変図柄の場合の方を高めている。そのため、大当り予告
があった場合は、遊技者がより期待している確変図柄による大当りである可能性が高くな
り、遊技者の期待感が高まるという効果がある。
【０１３２】
（別例）上記実施形態は、本発明の望ましい実施形態を示すもので、本発明はこれに限定
されるものではなく、例えば以下のように実施することもできる。
○　なお、上記実施形態で説明した始動入賞口２５への入賞を契機とした特図始動記憶数
による制御とは別に、或いは同時に普図始動入賞ゲート２６への入賞を契機とした普図入
賞記憶数による制御を行うようにしてもよい。この制御は、概ね始動入賞口２５への入賞
に基づく特図始動記憶数による制御の場合と同様の制御である。この場合、「特別図柄（
特図）」を「普通図柄（普図）」と、「大当り」を「当り（普通当り）」と、「始動入賞
口２５」を「普通図柄（普図）始動入賞ゲート２６」と読み替えるものとし、その他相当
する部分も同様に適宜読み替えて実施する。
【０１３３】
○　また、本発明の「特定状態」は確変状態に限定されるものではなく、例えば、図柄変
動の停止図柄表示までの時間を通常より短縮する「図柄変動時間短縮状態（適宜「時短」
と略記する。）」などのようなものでもよい。図柄変動の時間を短縮することで、単位時
間当りの抽選回数を増加させ、当りになる確率を高め、より有利な状態を遊技者に付与す
るものである。
【０１３４】
○　上記実施形態では、第１種パチンコ遊技機の特別図柄に係る大当りを例に説明してい
るが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば、第１種パチンコ機における普
通図柄、第３種パチンコ機における普通図柄に関する当りを含み、当り、大当り、普通当
り等を名称を問わず広く含む。また、ここでは例えばＬＥＤの点滅により抽選の当り表示
をする場合も図柄変動に含む。
【０１３５】
○　第１～３の実施形態は、図１５、１０、１２に示すように、大当り予告を行う前に共
通して乱数抽選（ＮＬ５、ＮＬ１１）を行い、乱数抽選が当りのものだけ（ＮＬ６；ＹＥ
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Ｓ、ＮＬ１２；ＹＥＳ）大当り予告を行っている。また、これらのステップ（ＮＬ５、Ｎ
Ｌ１１、ＮＬ６；ＹＥＳ、ＮＬ１２；ＹＥＳ）なしで、大当りになったものはすべて大当
り予告を実行するような構成でもよい。さらに、第３の実施形態において確変の大当りの
場合は、抽選なしですべて大当り予告を行い、確変の大当り以外の大当りのみ抽選するよ
うにしてもよい。
【０１３６】
○　また、所定の条件下に始動入賞口２５に入賞があり、大当り予告を実行する場合に、
入賞後直ちに実行するようにしてもよい。また、一定時間遅延させて実行してもよい。さ
らに所定の表示、例えば左停止図柄が停止表示されてから実行したり、或いはリーチ図柄
が表示されたときに実行するようにしてもよい。入賞後直ちに実行しないことで、大当り
予告のタイミングを遊技者に悟られるのを防止したり、より演出効果の高いタイミングで
大当り予告を行うことができる。
【０１３７】
○　上記実施形態では、サブ制御手段として、統括制御基板３６を含む各制御基板３３～
３６を例に説明しているが、サブ制御基板はこれらに限定されず、例えば統括制御基板３
６を備えないような構成のものでもよい。具体的には、サブ制御手段を表示制御基板３３
、ランプ制御基板３４、音声制御基板３５から構成する。そして、主制御基板３２から入
力した変動パターン（特図演出パターン）指定コマンドにより指定された変動パターン（
特図演出パターン）がランプ制御基板３４が記憶している大当たり変動パターンと一致し
ているか否かを判断する。これにより、大当たりか否かを判定し、大当たり予告を行う。
このように本発明においては統括制御基板３６は、必須構成ではなく適宜変更した構成で
実施できるものである。なお、サブ制御手段を構成する具体的構成は、表示制御基板３３
、ランプ制御基板３４、音声制御基板３５に限らず、これらを統合したり、或いはさらに
分割し、或いは機能分担を異なるものとすることができるのはいうまでもない。
【０１３８】
○　第３の実施形態では、予告ランプＹＲの発光態様を点灯と点滅によって確変の大当り
と確変以外の大当りを異なるようにしていたが、予告ランプＹＲを複数色発光可能な発光
装置を用いて、発光色を異なるようにしてもよい。さらに、発光装置自体を複数設けて、
確変の大当りと確変以外の大当り予告に発光させる発光装置をそれぞれ異なるものとして
もよい。
【０１３９】
　次に、前記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（付記１）発光手段を有する始動入賞装置へ入賞した遊技球の入賞検出信号に基づいて
当りか否かを判定をする当り判定手段と図柄指定コマンドを送信する図柄指定コマンド送
信手段とを有した主制御手段と、前記主制御手段から送信された図柄指定コマンドに基づ
いて停止図柄を表示する図柄表示制御手段を有したサブ制御手段とを備えた遊技機におい
て、前記サブ制御手段が、図柄変動が行われておらず且つ図柄変動の始動記憶数がない場
合に、始動入賞装置への入賞を契機として、前記図柄指定コマンドに基づいて前記停止図
柄を当り図柄と判定した場合に、前記始動入賞装置の発光手段の発光演出により、当該入
賞に係る停止図柄の表示以前に当該入賞球が当りであることを報知する当り予告を実行す
ることを特徴とする遊技機。
（効果）この構成に係る遊技機では、図柄変動が行われていないこと且つ図柄変動の始動
記憶数がないことを条件に、始動入賞装置に入賞した場合に、図柄指定コマンドを利用す
ることでサブ制御手段において当りの判定を行う。そして、当りと判定されたときには、
始動入賞装置に設けられた発光手段により停止図柄による当りの表示に先行して当りを報
知することで、遊技者に通常より早いタイミングで当りを予告できるという効果がある。
従って、図柄変動がなく、遊技に対する興味が低下している遊技者に、大きな刺激を与え
ることができるため、演出効果を高めることができるという効果がある。また、サブ制御
手段のプログラムを変更することで従来からの図柄指定コマンドをそのまま利用すること
ができ、主制御手段をそのまま利用できるとともに、主制御手段に新たな負荷をかけるこ
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ともない。
　（付記２）前記遊技機は、前記図柄指定コマンドが、予め定められた、遊技者にとって
有利となる特別遊技状態が付与される非特定図柄であるか、前記特別遊技状態に加えて遊
技者にとってさらに有利となる特定状態が付与される特定図柄であるかの判定を行う図柄
判定手段を有したサブ制御手段を備え、前記特定図柄による当り予告と、前記非特定図柄
による当り予告とが異なる態様であることを特徴とする付記１に記載の遊技機。
（効果）この構成に係る遊技機では、付記１に記載の遊技機の作用に加え、単に当り予告
を行うだけに留まらず、図柄の種類に応じて予告の態様を変化させる。結果として、遊技
者にとってより有利な特定図柄による当りであるか否かを態様の異なる当り予告によって
認識させることができる。そのため、より高い演出効果を得ることができる。
　（付記３）前記発光手段は、前記当り予告を行うための予告専用ランプである請求項１
乃至請求項４、付記１又は付記２のいずれか１項に記載の遊技機。
（効果）前記当り予告を予告専用ランプで行うため、遊技者は、当り予告に係る報知が他
の報知と異なり、当りの予告であることが明確に認識できるという効果がある。
【０１４０】
　（付記４）前記当り予告は所定の抽選に当選した場合に限り実行する当り予告実行判定
手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項４、付記１乃至付記３のいずれか１項
に記載の遊技機。
（効果）当りに関して、そのすべてについては予告をしないことで、図柄変動による演出
と相まって、遊技の演出効果を高めることができるという効果がある。
【０１４１】
　（付記５）前記報知手段により予告される当りは、特別図柄の抽選による大当り、若し
くは普通図柄の抽選による普通当りの一方若しくは双方であることを特徴とする請求項１
乃至請求項４、付記１乃至付記４のいずれか１項に記載の遊技機。
（効果）当りに、特別図柄の抽選による当り、若しくは普通図柄の抽選による当りがある
場合に、いずれか一方若しくは双方の当りを予告することで演出効果を高めることができ
るという効果がある。
【０１４２】
【発明の効果】
本発明の遊技機では、図柄変動が行われていないこと且つ図柄変動の始動記憶数がないこ
とを条件に始動入賞装置への入賞に基づいて当りの予告を行うことにより、従来とは違っ
た演出効果の高い遊技演出を提供することができ、併せて、遊技者に認知され易いように
その当り予告を行うことができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　パチンコ遊技機の機表側を示す正面図。
【図２】　表示装置を示す正面図。
【図３】　主制御基板、統括制御基板、表示制御基板、ランプ制御基板及び音声制御基板
の構成を示すブロック図。
【図４】　（ａ）は左特図指定コマンドの説明図、（ｂ）は右特図指定コマンドの説明図
、（ｃ）は中特図指定コマンドの説明図。
【図５】　当りの組み合わせと予告演出内容パターンを説明する説明図。
【図６】　主制御基板３２のメインＣＰＵ３２ａにおけるメイン処理の手順を示すフロー
チャート。
【図７】　メインＣＰＵ３２ａのメイン処理におけるタイマ割込み処理の手順を示すフロ
ーチャート。
【図８】　メインＣＰＵ３２ａのタイマ割込み処理における入力処理（Ｔ４）の手順を示
すフローチャート。
【図９】　メインＣＰＵ３２ａの入力処理（Ｔ４）における特図入力処理（Ｎ１）の手順
を示すフローチャート。
【図１０】　メインＣＰＵ３２ａのタイマ割込み処理における特図処理（Ｔ６）の手順を
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示すフローチャート。
【図１１】　メインＣＰＵ３２ａの特図処理（Ｔ６）における特図開始処理（ＴＺ１）の
手順を示すフローチャート。
【図１２】　メインＣＰＵ３２ａのタイマ割込み処理における出力処理（Ｔ３）の手順を
示すサブルーチンを示すフローチャート。
【図１３】　図１４とともに、メインＣＰＵ３２ａの出力処理（Ｔ３）におけるランプ制
御処理（Ｓ１）の手順を示すサブルーチンを示すフローチャート。
【図１４】　図１３とともに、メインＣＰＵ３２ａの出力処理（Ｔ３）におけるランプ制
御処理（Ｓ１）の手順を示すサブルーチンを示すフローチャート。
【図１５】　統括制御基板３６のサブＣＰＵ３６ａが実行する特図始動記憶数ＬＥＤ処理
を示すフローチャート。
【図１６】　（ａ）～（ｆ）は、大当り予告が行われる様子を示す模式図。
【図１７】　第２の実施形態の統括制御基板３６のサブＣＰＵ３６ａが実行する特図始動
記憶数ＬＥＤ処理の手順を示すフローチャート。
【図１８】　第３の実施形態の統括制御基板３６のサブＣＰＵ３６ａが実行する特図始動
記憶数ＬＥＤ処理の手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
ＳＥ１…始動入賞口センサ、ＳＥ２…ゲートセンサ、ＳＥ３…普通入賞口センサ、ＹＲ…
予告ランプ（報知手段、発光手段）、１０…パチンコ遊技機（遊技機）、１６…電飾ラン
プ、１７…賞球ランプ、１８…遊技盤ランプ、１９…スピーカ、２２…特図表示器、２３
…普図表示器、２５…始動入賞口（始動入賞装置）、２６…始動入賞ゲート（別例におけ
る始動入賞装置）、２８…普通入賞口、３０…特図始動記憶数表示器（入賞報知手段）、
３１…普図始動記憶数表示器（入賞報知手段）、３２…主制御基板（主制御手段）、３２
ａ…メインＣＰＵ（当り判定手段、変動パターン指定コマンド送信手段、図柄指定コマン
ド送信手段）、３３…表示制御基板（遊技演出手段、図柄表示制御手段）、３４…ランプ
制御基板（遊技演出手段）、３４ａ…サブＣＰＵ、３５…音声制御基板（遊技演出手段）
、３６…サブ制御手段を構成する統括制御基板、３６ａ…統括ＣＰＵ（図柄指定判定手段
、図柄判定手段）。
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